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ノ

先
に
本
特
集
の
第
四
集
に
武
州
多
摩
郡
迎
光
夺
村
の
史
料
に
卽
し
て
、
地
綠 

的
農
業
共
同
體
と
し
て
の
近
世
村1

の
形
成
過
程
に
つ
い
て
一
豸
_
を
發
表 

し
、
い
さ
、
か
の
資
料
を
提
供
し
た
。
前
稿
に
於
い
て
は
新
本
瓦
姓
自
立
の
經 

濟
的
基
礎
で
あ
る_

田
畑
の
%

加
と
、
共
同
體
的
土
地
所
有
の
一
づ
の
指
標 

で
あ
る
入
會
地
と
の
相
關
.々

係
の
在
り
方
が
村
造
の
變
化
に
反
映
し
乍
ら 

近
佌
的
な
村
落
共
同
體
を
形
成
し
た
事
情
に
つ
い
て
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、 

そ
の
際
近
世
の
村
を
行
政
村
落
と
生
活
村
落
.の一

I

側
面
を
も
つ
も
の
と
し
て
把

■

.

安

.

.
:.
マ

澤

广

秀

::
ニ

：

• 

' 

■ 

.

.

. 

■ 

■ 

■ 

. 

: 

. 

.

.

.

へ
、
主
と
し
て
生
活
村
落
の
視
角
か
ら
の
み
、
近
世
村
落
の
性
格
と
機
能
を
追 

求
し
た
。
本
稿
も
前
稿
と
同
じ
く
、
旗
本
知
行
地
で
あ
る
連
光
寺
村
を
再
び
考 

察
の
對
象
と
し
乍
ら

r

行
政
村
落」

の
視
角
か
ら
年
貢
の
，賦
課
收
納
形
態
を
考 

察
し
よ
ぅ
.と
す
る
も
の
で
あ
る
。
所
で
史
料
に
卽
し
た
考
察
に
入
る
前
に
何
故 

年
貢
賦
課
な
る
事
象.を

「

fr
双
^

^」

の
視
角
か
ら
見
ょ
ぅ
と
す
，る
の
か
に
つ 

い
て
述
べ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ら
ぅ
。
同
時
に

「

行
政
村
落」

の
意
味
を
も
明
ら 

か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

幕
擗
體
制
は
德
川
氏
を
上
級
封
建
領
主
と
仰
ぐ
諸
大
名
及
び

f

氏
直
麗
の 

家
臣
團==

旗
本
等
を
中
核
と
す
る
所
謂
武
士
な
る
身
分
に
あ
る
も
の
が
、
封
建 

的
土
地
所
有
に
基
い
て
封
建
地
代
と
し
て
の
年
貢
を
賦
課
收
取
す
る
支
配
體
制 

で
あ
る
。
し
か
し
て
幕
雜
體
制
下
に
お
け
る
社
會
構
成
の
基
本
的
關
係
と
し
て 

は
領
主=

農
民
關
係
が
考
へ
ら
れ
て
ゐ̂T。

つ
ま
り
封
建
的
生
產
關
係
の
表
現 

と
し
て「

年
貢
賦
課
H
負
擔」

.は
理
解
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
暗
默
の
中
に
前
提
さ 

れ
て
ゐ
る
の
は
封
建
的
土
地
所
有
な
る
生
產
關
係
に
於
い
で
封
^
%
代
收
取
を 

實
現
す
る
爲
に
は
何
ょ
り
も
先
づ
經
濟
外
强
制
が
必
要
で
あ
る
と
い
ふ
棗
で
あ 

ら
う
。
近
li
t

に
於
，い
て
そ
の
樣
な
經
濟
外
强
制H
權
カ
が
年
貢
賦
課
收
納
を
現

實
な
ら
し
め
る
場
と
し
て
は
村
が
餌
位
と
な
つ
て
ゐ
る
。
本
稿
は
年
貢
負
擔
で 

は
な
く
、
年
貢M

髁
收
納
に
の
み
考
察
の
範
圆
を
限
定
す
る
も
の
で
：あ
る
が
、 

さ
う
し
た
場
合
に
年
貢
賦
課
收
納
を
現
實
な
ら
し
め
る
力
と
し
て
の
經
濟
孙
强 

制
"
權
カ
に
つ
い
て
の
来#

を
缺
く
事
は
出
來
な
い
。
む
し
ろ
經
濟
外
强
制

=

 

權
力
と
村
の
關
係
を
明
ら
か
に
す.る
事
に
よ
つ
て
年'ft
の
賦
課
收
納
が
村
を
場 

と
し
て
行
は
れ
得
る.理
由
を
知
る
.事
が
出
来
^
と
 
一

K

へ
.よ
う
。
權
カ
と
村
の
關 

係
と
は
.支
配
の_
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、S
ひ
換
へ
れ
ば
法
的
政
治
的
禪
造
で
あ 

ふ
。
晋
々
は
此
の
法
的
政
治
的_
造
を
.ま
づ
規
定
せ
ね
ば
近
世
村
落
の

「

行
政 

村
落」

的
侧
面
を
把
掘
し
得
な
い
だ
ら
う
。
こ
の
法
的
政
治
的
構
造
を
規
定
し 

よ
う
と
す
る
場
合
、.基
礎
構
造
か
ら
始
め.る
べ
き
で
あ
ら
う
が
、
こX
で
は
先 

學
諸
氏
の
成
果
に
侬
莽
し
て
具
體
的
な
分
^

&
略
し
、
極
め
て
耍
約
し
た
か
た 

ち
で
ま
づ
權
カ
の
法
的
性
格
を
探
つ
て
見
よ
う
。.
そ
の
際
筆
者
の
撤
か
な
知
見 

に
は
ド
ィ
ッ
法
史
學
の
成.果
か
ら
も
示
唆
を
與
ベ
ら
れ
て
ゐ
る
。
.
.併
し
兩
者
.の 

發
酸
段
階
：の
差
異
、
膝
史
過
程
の
差
異
は
出
來
得
る
限
り
考
慮
し
た

。
,'
..

.近
泄
に
於
け
る
經
濟
外
强
制
は
ロ
シ
ャ
の
農
奴
制
に
於
け
る
が
如
き
直
接
の 

農
場
支
配
に
よ
る
露
傦
な
經
濟
外
强
制
で
は
な

i
。

'
領

主

は

棟

を

失

ひ

、
 

布
の
機
化
直
接
的.な
經
濟
外
1

_

で
は
な
べ
、：
い
は
乂
公
的
な
支
配
權
に
迄
高 

ま
つ
て
ゐ
た
と
沄
へ
る
。
近
世
初
頭
に
^

!

の
■地
頭
代
官
と
呼
ば
れ
る
層
が
茴 

B

の
爾̂

'

に
西
姓
を
使
役
す
る
事
を
禁
止
し
よ
う
と
す
る
法
令
が
見
ら
れ
る

. 

.
事

は

周

知

，
の

所

で

あ

る

^

之
は
蓮
の
小
領
主
私
對.し
て
土
地
->

人
と
'に
對 

す
る
直
接
的
な
支
配
か
ら'切
離
さ
' 5

と
し
た
政
策
で
あ
り
、

ー
.

方
お
と
.な
西
姓 

が
ひ
ら
の
百
姓
を
使
役
す
る
事
の
禁
止
.
は
贺
姓
身
分
に
あ
る
も
の
、
間
の
封
建 

的
關
係
を
t

し
て
、
農
民
間
に
於
け
る
突i

係
に
基
く
身
分
關
係
の
純
化 

を

圖

，つ

た

政

策

と

1
K

へ
よ
う
。
か
く
し
て
農
民
は
百
姓
と
し
て
寧
王
に
把
握
さ

近
妒
村
落
形
成
期
に
於
け
る
年
萁
に
っ
ぃ
て㈠

. 

、
？〕 

れ
る
限
り
領
主
に
對
し
て
の
み
關
係
づ
け
ら
れ
る
樣
に
な
る
。
大
名
の
家
毘
固

に
編
成
さ
れ
.る
か
、
大
名
に
迄
成
り
上
っ
た
近
诋
的
封
建
領
主
身
分
の
も
の
は

そ
の
身
分=

階
級
に
支
I

と
武
裝
權
を
集
中
し1
組
織
化
す
る
事
に
よ
っ
て

■公
的
權
力
と
し
て
の
形
態
を
整
へ
た
。
此
の
公
的
權
カ
が
地
域
支
配
を
そ
の

M

的
と
し
.て
ゐ
た
事
は
一

K

ふ
迄
も
な
い
。

こ
の
機
な
公
的
支
|

の̂

#

双
罾
は
そ
.の
擔
ひ
手
が
鎌̂
未
趴
以
|

展

し
始
め
た
守
護
大
名I
分
國
大
名
丨
近
世
大
名
と
い
ふ
系
列
に
表
現
さ
れ
得
る

所
謂
地
域
的
封
建
制
の
形
成
過
程
に
求
め
る
事
が
出
来
よ
ぅ
。
守
護
の
權
限
は

元
来
大
番
催
促
、
課
反
人
、
殺
害
人
檢
斷
の
所
謂
大
犯
三
箇
條
で
あ
る
が
、
こ

の
大
犯
兰
箇
條
と
云
ふ
語
が
呼
び
償
は
さ
れ
る
機
に
.な
っ
た
時
期
に
は
も
は
や

行
政
的
性
格
を
持
っ
て.居
り
、
适
に
南
北
朝
よ-.
0

室
町
期
に
か
け
て
守
護
領
國

制
が
.成
立
し
た
際
に
は
、

⑴
司
法
上
の
職
權
で
あ
蚤
使
節
遵
行
權
、

⑵
英
粮

料
所
、
半
濟
分
土
地
の
分
給
權
、'(
3
)徵
税
權
を
有
す
る.に
至
2 0
1

1
た
。
し
か

も
農
奴
制=

領
主
制
と
規
定
さ
れ
る
在
地
領
主
層
の
セ
㈣

趴
か
と
員
な
つ
て
、

一
定
の
行
砠
罾̂

1.
1

^
を
ま
13
す
る
事
を
^

_
と
し
て
ゐ
た
黯
を
見
逃
す
^
は 

§

出
來
な
い
0

右
の
樣
な
行
政
的
職
櫸
の
繼
承
も
し
く
は
篡
蓊
を
基
軸
と
し
て
成
立
じ
た
近 

世
大
名
の
，領
生
權
カ
は
い
は
ズ
沐
來
的
に
そ
の
.中
に
國
家
的
權
能
を
含
ん
で
ゐ 

た
と
耷f

^

此
の
様
な
行
政
領
主
のf

を
持
つ
大
名
の
統
一
政
權
と
し
て
、 

農
1
.
=
.領
主
制
の
抓
立
分
散
的
な
ァ
.ナ
ー
キ
め
狀
態
を
全
國
的
な
規
横
で
苋 

服
し
，た
.の
が
、.
織
豐
政
權
.で
あ
り
、
鼷
i

が
德
川
政
權
で
あ
っ
て
、
苋
服
過 

.程
に
於
い
て
農1

=

領
主
制
的
な
小
領
主.の
I

的
農
民
支
配
を
排
除
し
、 

土
地
か
ら
切
り_
し
封
建
i

画
と
し
て
編
成
す
る
事
に
よ
っ
て
、
彼
ら
を
武 

士=

軍
人
と
し
て
の1

(

平
和
な
時
期
に
な
る
と
行
政
的
な
官
僚
群
に
變
質
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)

し
尤
行
く)

.：：：に
蓽
心
述
し
め
る
事
と
な
る
の
.で
：あ
る
。「

封
建
家
臣
團
に
編
成
^
 

れ
な
か
っ
た
在
地
小
領
主
と
農
民
は
百
姓
と
/ L
て
の
身
分
に
平
均
化
さ
れ
、
武 

土 

=
茭
配
階
級
に
對
し
て
封
建
地
^

.
者
と
.い
ふ
立
場
で
被
支
1

級
を
形 

成
す
る
の
：で
.あ
.る
。
'か
く
し
て
近
世
の
支
麗
係
、
生
產
關
係
に
於
け
る
經
濟 

外
强
制
は
領
王
の
側
に
於
い
て
旣
に
行
政
領
主
の
公
的
權
カ
支
配
と
し
て
現
は 

れ

て

ゐ

る

の

で

あ

る

■.
°

」 

■

農
i

n
領
主
制
と
い
ふ
直
接
的
人
格
的
支
配
か
ら
澥
放
さ
れ
て
被
支
®

 

級
と
し
て
百
姓
身
分
に
固
定
さ
れ
た
渚
は
ど
'の
樣
な
支
配Q

.

シ
ス
.テ
ム
の
中
に 

置
か
れ
.、
封
建
地
代
を
收
取
さ
れ
る
か
乂
次
に
§

と
な
る
0
領
主
的
.支
配
の 

基
礎
た
へg

封
建
的
土
地
所
有
を
、
行
政
的
領
有
權
ど
し
，て
の
ョ
リ
上
級
の
ゲ
ヴ 

ェ
一
レ
に
統
一
し
た&

政
領
主
は
も
は
や
農
民
を
人
格
的
に
支
配
す
る
仕
方
を
. 

排
除
し
た
の
で
は
あ
る
が
、

こ
の

領

有

_

に
甚
づ
く
土
地
と
入
の
支
®

を
現
實 

に
行
ふ
た
め
に
は
、、
領
主
と
.百
姓
を
媒
介
す
る
中
間
項
が
、必f

:

的

に

、必

要

と

な
 

る
。
さ
ぅ
し
た
時
、
.領
有
權
の
行
使
は
1
定
.地
域
.の
上
に
於
け
る
行
政
苟
法
權 

の
行
使
で
あ
る
事
か
ら
、
そ
の
一
定
地
域
を
更
に
細
分
し
て
個
々
の
農
民
を
一 

定
の
行
政
單
位
の
中
に
は
め
&

ん
で
把
握
す
る
事
が
可
能
と
な
る
。
蚍
の
行
政 

地
域
の
最
小
祺
位
と
な
っ
た
の
が
、
近
世
の
村
で
あ
%
~ 
_
に
ょ
っ
て
は
村

 々

が
筋
、
通
、
組
な
ど
に
更
に
組
織
さ
れ
る
事
が
あ
^

卽
ち
近
世
の
村
の
一
側 

面
と
し
て
の
行
政
村
落
的
性
格
は
織
！
J

®

_J^
來
の
近
世
的
支
配
.の
成
立
と
同 

時
に
始
ま
っ
た
と
哀
っ
て
ょ
い
。
S
ひ
換
へ
.れ
ば
近
世
の
対
が「

行
政
村
落
,- 

.の
i

と
機
能
せ
%

す
る
の
は
、.
封
建
領
主
の
行
政
領
主
的
支
配
に
鐵
應
す
る

ものと

1
其
へ
ょ
ぅ
。 

,

領
主
支
配
の
.媒
介
體
と
し
て
現
は
れ
る
近
世
の
村
が
、
生
活
村
落
の
側
面
か 

ら
見
れ
ば
封
建
的
村
落
共
同
體
と
し
て
把
握
で
き
る
事
は
前
稿
で
明
ら
か
に
し

二

八

(

1

0
八)

た
所
で
あ
る
が
、
具
體
的
歷
史
的
：に
そ
れ
が
生
成
し
て
X
る
の
は
必
ず
し
も
近 

世
に
な
っ
て
か
ら
で
は
：な
.い
。
先
學
の
諸
研
究
：に
ょ
れ
ば
、
日
本
の
封
建
的
村 

落
共
同
體
の
.歷
史
は
南
北
朝
杓
亂
以
降
著
し
い
發
達
を
見
っ
k
あ
っ
た
i

村」 

に
出
發
黯
を
お
く
と
洛
れ
て
ゐ
從
尸
惣
村
の
場
合
そ
の
內
部
構
成
の
頂
黯
に
は 

小
領
生
的
な
地
侍
が
あ
っ
.た
事
.が
指
摘
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
地
侍
が
.封
建
領
主
身 

分
に
上
昇
す
る
.か
、.

或
ひ
.は
.百
姓
身
分
べ
壓
し
下
げ
ら
れ
る
か
何
れ
か
の
立
場 

を
と
つ
て
、：
封
建
的
村
落
共
同
體
が
單
純
に
百
姓
身
分
の
も
の
に
ょ
つ
て
構
成 

さ
れ
る
樣
に
な
つ
た
の
が
近
世
村
落
な
の
で
.あ
^

ご
の
近
世
村
落
が
領
主
支
_ 

配
に
對
應
し
た
時
、
行
政
村
落
な
る
機
能
を
果
す
の
で
あ
る
。

M
上
極
め
て
粗
雜
で
あ
る
が
、

1.

方
に
封
建
領
主
各
層
が
行
政
領
主
的
篇 

の
も
の
へ
統
合
さ
れ
、
他
方
.
.に
農
奴=

領
主
制
か
ら
解
放
さ
れ
て一

樣
に
百
姓 

身
分
に
.平
均
化
さ
れ
た
農
民
階
級
が
.成
立
し
、
南
者
の
間
の
封
建
地
代
關
係
の 

實
現
が
、
經
濟
外
强
制
の
近
世
的
表
規
と
し
て
の
行
政
的
公
的
支
@3
權
に
基
づ 

い
て
行
は
れ
、
.さ
ぅ
し
た
茭
配
の
シ
ス
テ
ム
.に
於
い
て
行
^
村
落
が
、
兩
者
の 

中
間
項
と
し
て
年
貢
賦
課
收
納
の
媒
介
體
と
な
つ
た
理
由
を
説
明
し
得
た
か
と 

思
ふ
。

.

.
：
'

註

(

1)

文
部
省
史
料
館
寄
託

「

富
澤
家
.文
書」

.ハ3

拙

稿「

近
世
村
落
形
成
期
に
於
け
る
新
開
と
入
會

」

H
田
學
會
雜
誌

四
八
ノ
. ニ
。

.
:
:
.

• 

'
(

3)
.
野
村
兼
太
郎
先：

生
.

「

入

會

地

と

新

田

開

發

.i
m
學
會
雜
誌
三
八
ノ一。 

(
f
)
.

•
堀H

英
ー
，氏T

明
治
維
新
の
社
會
構
造」

序
論
の
内「

慕
藩
體
制
の 

•
V

基
本
矛
盾
.

J

::
.
..

.(

5)

'
先
學
諸
氏
0.
業

績
.

(

後
誰
に
其
都
_度
示
し
た
の
で
略
す

)

を
充
分
に

讀
み
取
れ
ず
に
幾
多
の
誤
り
を
胃
し
て
ゐ
る
事
と
思
ふ
が
大
方
め
御
批
. 

判
が
歟
け
れ
ば
幸
レ
で
あ
る
。 

.

(

6〕

準
據
と
し
た
の
は
主
に
世
良
晃
志
郞
氏
譯
ミ
ッ
タ
イ
ス「

ド
イ
ツ
法 

制
史
挪
說」

、
高
柳
信
一
氏r

近
代
プ
ロ
イ
セ
シ
國
家
成
立
史
序
說」

で
あ 

る
が
、
筆
者
の
法
史
學
理
解
の
淺
さ
：か
思
は
ぬ
課
讀
を
な
さ
し
め
て
折 

角
の
譯
者
著
者
の
御
努
力
を
曲
げ
て
ゐ
る
點
が
あ
る
事
を
恐
れ
る
が
、
 

御
寬
容
を
乞
ふ
と
共
に
蒙
を
啓
い
て
戴
け
れ
ば
幸
茜
で
あ
る
。

'
、

'

(

7)

レ
ー
テ
ン「

ロ
シ
ヤ
に
.於
け
る
資
本
主
義
の
發
達」

農
業
間
題
體
系 

I
三
七
三
頁
、「

十
九
世
紀
末
の
ロ
シ
ヤ
農
業
問
題」

右
體
系
i

ハ
三
七 

丨
六
三
九
頁
、
經
濟
外
强
制
に
も
種
べ
介
形
態
と
度
合
が
あ
る
事
を
指 

摘
し
て
.
.ゐ
る
'か
、
芷
に
ご
の
形
態
の
近
世
的
な
面
を
把
へ
ょ
ぅ
沽
試
み 

た
の
で
あ
るo

(

8)

中
#
胄

治

氏「

近
，世
農
政
史
研
究」

第
二
章
夫
役
氟
五
節
地
頭
代
官 

の
西
姓
使
役
。
：

.宮
川
滿
氏「

太
閣
檢
地
と
家
族
檣
成」

ヒ

ス

ト

リ

ヤ

8

號
。

C

9

)

御
館
被
官
制
度
、
地
頭
名
子
制
度
が
後
進
地
域
に
‘存
在
す
る
の
は
、
 

む
し
ろ
近
世
.に
入
っ
て
か
ら
支
配
關
係
が
特
殊
な
事
情
の
下
で
復
活
し 

た
と
考
ペ
て
ょ
い
の
で
は
な
か
ら
ぅ
か
。
そ
れ
は
.近
世
初
礙
に
於
け
る 

先
進
地
域
と
後
進
地
域
に
於
け
る「

家」

の
檇
造
と
、「

家」

に
對
す
る 

領
主
の
把
握
の
仕
方
の
差
に
始
ま
る
だ
ら
ぅ
。

(

10)

永
原
慶
ニ
氏「

日
本
封
建
社
會
論」

第
四
章
？

£)

佐
藤
進1

氏「

鎌
倉
幕
府
守
護
制
度
の
研
究

」

一
九
一
ー
一
九.ニ
頁
。 

S)

永
原
慶
ニ
氏
前
掲
書
第
三
章。
. 

. 

13)

佐
藤
進
'1.

氏
前
掲
書
：

】

.九
一
頁
。

近
世
村
落
形
成
期
に
於
け
る
年
貢
に
っ
ぃ
て
◦
 

'

(

14)

ド
ィ
ダ

' 

に
於
け
る
フ
ォ
ー
ク
タ
ィ
い
ダ
ラ
I

フ
シ
ャ
フ
ト
に
於
け
る 

ィ
ム
.-1

テ
ー

it

特
權
に
始
ま
るオー

プ

リ
■■

/

ヒ
ヵ
ィ
ト
、が
.ゲ
ル
リ
ッ
ヒ 

へ
ル
、
ラ
ン
デス
へ
ル
の
テ
リ
ト
リ
ァ
ル
シ
ユ
タ
ッ
ト

形
成
に
大
き
な 

役
割
を
果
し
た
事
情
と
そ
の
まk
に
は
比
較
し
得
な
い
に
し
て
も
、
，裁 

判
領
主
が
國
家
的
權
.能
を
そ
の
中
に
藏
し
得
る
と
い
ふ
論
理
は
受
容
し 

得
る
と
考
べ
る
。
 

•

.

(

15)

.
戰
國
大
名
を
始
め
と
し
て
之
ら
の
人.々'が
鎌
倉
，
室
町
期.の
守
護
の■

_
 

.

人
的
系
譜
に
連
な
ら
な
い
事
は
、
彼
等
が
裳
奪
し
た
領
，主
權
カ
の
法
的 

構
造
が
農
奴
制==

領
主
制
な
る
規
定
を
う
け.る
も
の
で
は
な
く
、
法
の 

系
譜
か
ら
一K.

へ
ば
、
む
し
ろ
、
守
護
權
に
列
な
る
も
の
で
あ
る
事
と
矛 

.
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。

(

16)

ゲ
ヴ
ユ
ー
レ
'に
.っ
い
て
は
世
良
晃
志
郎
氏
譯
：ソ
ー
ム

「

フ
ラ
ン
ク
法 

と 

口
-
マ
法」

譯
注
。
22
'

、
29
、
75
。
.:

.
.

(

17)

法
社
會
學
の
立
場
か
ら
此
の
點
を
指
摘
し
た
の
が
、
戒
能
通
孝
氏

「

入. 

會
の
研
究」

二
七
三
丨
二
八
五
頁
で
あ
る
。

 

——

(

18)

大
垣
藩
地
方
雑
記
、
近
世
村
落
自
治
史
料
集
等
を
見
ら
れ
た
い
。

(

19)

之
は
法
的
櫸
造
と
し
て
見
た
時か
ぅ
い
へ
る
の
で
あ
っ
て
、
現
實
の 

i
：

題
と
し
て
は
、
何.を「

村」

と
し
て
領
主
が
把
握
し
た
か
乂
殘
る
。

(

20
>
永
原
慶
ニ
氏
前
掲
書I

九
三
頁
。
石
田
善
人
氏「

惣
に
っ
い
て」

史 

,
林
三
八
ノ
六
、
此
の
：論
文
は
惣
の
硏
究
史
的
展
望
を
序
說
と
し
' 
惣
を 

封
建
的
共
同
體
と
し
て
見
る
事
に
積
極
的
で
あ
み
。
之
に
.對
し
て
消
極 

的
な
の
は
、
菊
池
武
雄
氏「

戰
國
大
名
の
權
方
構
造」

歷
史
學
硏
夂
一
, 

六
九
號
で
あ
る
。
.

.

:

(

21
X

ョ
ー
ロ

ッ
パ
の
グ
ル
ン
ド
へ
ル
はフ
ロ

ン

ホ

フ
.

又
は
マ

ィ

エ

ル

グ

ー

九

C
1

〇
九)



H

田
學
會
雜
誌
第
四
十
九
卷
第
二
號

. 

.

:

ト
-に
-i
っ
：て
在
地
性
を
保.
ち、

.そ
れ
に
ょ
っ
て
マ
ル
、ク
は
領
主
制
マ
ル 

:
■.
.ク
、.
自

tt
l
マ

ル

->
、
混
合
マ
ル
：ク
に
分
類
さ
れ
て
ゐ
る
0
特
.に
移
民
當 

ン
時
の
.衆
プ
/
ロ
シ
ャ
に
於
い
允
村
落
を
建
設
し
た
主
體
者
が
騎
士
園
で
あ 

:
へ
.り、

村
落
の
シ
ユ
.
ル
ッ
：(

村長

)

.をV

ル
ン
ド
へ
ル
が
#

任
し
て
居
た 

.第
か
ら
グ
ル
ン
ド
ヘ
ル
が
裁
判
領
主
化
し
た
時
に
、
グ
ー
ッ
へ
ル
シ
，
ャ 

.
フ
ト
へ
轉
化
し
得
た
事
货
を
想
起
さ
れ
た
い
。

私
塔
野
久
厌

r

-K
ィ
ッ
農
政
史
序
論」

，

。

ニ
:
封

建
'

- ®
主

.

，
 

.
'
•
:

'

本
稿
に
於
い
て
考
察
，の
對
象
と
す
る
武
州
多
摩
郡
連
光
寺
村
の
近
世
的
行
政 

的
i

は
德
川
氏
の.直
領
と
な
っ
た
事
に
始
ま
る
。
天
疋
十
八
年
ょ
り
寬
永
十 

年
迄
德
川
氏
.の
直
領
で
あ
り
、代
官
の.支
酚
を
ぅ
け
た
。
代
官
は
神
吉
彌
五
介
、 

大
久
保
石
見
、
小
泉
次
太
夫
、
中
根
吉
兵
衞
の
順
で
交
替
し
^

寬
永
十
年
に 

至
っ
て
、
旗
本
天
野
重
房
が
速
光
寺
村
を
知
行
さ
れ
領
生
と
な
り
、
以
来
明
治 

迄
領
主
，の
交
替
は
な
く
、..且

--
-
村
一
.給
の
知
行
所
で
あ
っ
%

天
龄
氏
の
如
き 

知
行
取
り
の
旗
本
を
近
世
の
史
料
で
は
普
通
地
頭
と
稱
し
て
ゐ
る
が
、
も
ち
ろ 

ん
中
世
の
地
頭
と
異
な
る
寧
は

i
K

ふ
迄
も
な
い
。
此
の
地
頭
は
ホ
罾
的
に
は
近 

-1
l
t大
名
と
同
じ
行
政
領
主
的
性
格
を
持
っ
が
、
た
ir
そ
の
封
^
さ
れ
た
地
域
が 

矮
少
で
あ
る
所
か
ら
行
政
組
織
は
極
め
て
簡
單
で
あ
り
、
又
、
上
級
領
主
と
し 

.
て
の
德
J1
I

氏
が
强
大
で
あ
る
所
か
ら
、
彼
の
有
す
る
權
能
も
大
名
程
に
は
多
く 

な
い
窜
は
明
七
か
で
あ
る
。
し
か.し
、
地
頭
役
所
を
持
ち

(

勿
論
彼
の
屋
敷
が 

執
務
の
場
で
あ
る
が
、■
ま
的
に
は
行
政
組
織
と
し.て
別
個
に
考
へ
ら
れ
る
の 

で
.あ
る)

領
、王
權
の
執
務
者
と
し
て
の
用
人
が
一
一
人
常
に
年
貢
請
取
手
形
そ
め 

他
に
署
名
し
、
村
か
ら
の
手
形
類
も
用
人
宛
と
な
っ
て
ゐ
て
天
野
氏
は
領
主
的

ーー；
0 

a

 

:一'
9

權
威
を
保
つ
て
ゐ
る
。
又
、
行
政
钶
法
機
の
行
使
の
例
と
し
て
、
寬
文
八
年
の 

手
形
に
、
借
金
の
紛
爭
を
地
頭
に
訴
へ
る
事
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
ぅ
と
し
た
例 

が
.あ
り
、
' 萬
治
三
年
の
手
形
.で
は
、
彼
が
村
か
ら
追
放
を
命
じ
た
人
間
を
秘
か 

に
か
く
ま
っ
文
者
に
對
し
て
、
隱
居
を
申
付
け
、
そ
の
渚
の
言
動
に
對
し
て
村 

:

民
が
構
ひ
っ
け
な
い
事
を
請
さ
せ
て
ゐ
る
。；

或
ひ
.は
村
法
が
發
達
し
た
一
兀
祿
頃 

に
も
、：
村
內
の
村
法
違
反
者
に
對
し
て
、..二
度
目
は
御
地
頭
機
に
御
披
露
す
る 

と
し
て
他
頭
の
手
に
よ
る
裁
判
が
百
姓
に
對
し
て
ョ
リ
權
威
が
あ
っ
た
事
を
示 

し
て
ゐ
る
。

..
'

■

.

.寬
永
十
年
連
光
寺
村
の
領
主
と
な
っ
た
天
野
@
員
は
そ
の
ヱ
へ
重
時
の
役
料 

四
百
石
を<

ロ
せ
て
千
三
百
拾
石
の
中
位
の
旗
本
で
あ
っ
た
が
、
葸
治
一
兀
年
重
房 

の
死
に
よ
る
重
時
の
代
替
：

C
S

に
際
し
て
、
役
料
は
收
公
さ
れ
、
、殘
る
九
西
沿
石 

の
中
、
三
西
石
を
弟
に
分
知
し
て
殘
る
六
百
拾
石
を
知
行
す
る
事
と
な
っ
た
。
 

重
時
は
天
和
に
至
リ
21
•西
石
を
加
增
さ
れ
合
計
千
西
拾
石
と
吣
、、
ー
冗
に
®
し
、
 

重

政

(

貞
享
三
年
製
^

元
祿
十
年
致
仕y

重

供

(

元
祿
十
年
襲
封
、
闻
十
w 

牢
死)

の
代
に
は
變
化
が
な
か
っ
た
が
、
，久
斗
が
ー
兀
祿
十
四
年
に
製
封
し
た
時 

弟
に
三
百
石
を
分
知
し
、
八
}

c

拾
石
を
知
行
し
、
以
後
寬
政
迄
變
る
所
が
な
か 

っ
た
。
代
々
の
多
く
は
番
士
を
勤
務
し
た
。..重
時
は
貞
莩
三
年
鐵
炮
頭
を
罷
め 

た
時
寄
合
入
り
と
な
っ
た
程
に
功
績
が
あ
っ
た
が
ノ
子
，の
重
政
は
勤
務
中
失
敗 

が
あ
っ
た
爲
、
父
の
祿
を
製
封
す
る
や
小
普
請
入
り
し
て
ゐ
る
。

■
 

. 

:

. ;

註

(
1)
寬
泳
十
六
年
入
會
野
論
訴
狀
に
よ
る
が
、
.新
編
武
藏
風
土
記
稿
に
よ 

っ
て
も
確
認
さ
れ
る
。
.

(

2)

此
の
點
は
關
柬
農
村
の
村
方
史
料
に
よ
く
見
ら
れ
る
領
主
の
度
々
の 

交
替
、
或
ひ
は
分
給
に
よ
る
複
數
の
地
頭
名
主
の
布
在
、
及
び
名
主
家

. 

の
交
替
等
の
理
甶
か
ら
村
方
史
料
の
殘
存
が
不
揃
.ひ
と
な
る
の
に
較 

.

，•ベ
、
本
史
料
は
よ
く
ま
と
ま
っ
て
殘
っ
て
ゐ
る
と
一K

へ

よ

う

.
。

最

::
:
:
.
 

(

3)

寬
政
重
修
家
譜
に
.よ
る
。

三 

_
!■
!

:
,

.
姓

：

. 

.

..

ぃ
.本
稿
は
領
主
と
行
政
村
落
間
の
年
貢
賦
課
收
納
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の 

で
は
龙
る
が
、
現
實
の
年
質
負
た

る
百

姓
を

全
く
除
外
す
.る
譯
に
は
行
か 

な
い
。
W
姓
が
年
貢
負
擔
渚
で
‘あ
る
事
か
ら
彼
等
の
社
會
集
園
を1

箇
の
法
的 

' 

:

關
係
た
る
行
政
村
落
と
U
て
把
搌
出
來
る
の
で
.ぁ
る
か
ら
、
，
生
话
村
落
の
成
員 

-

.

.

た
り
得
る
條
件
は
、'
領
、HE
侧
か
ら
の
規
定
と
共
に
相
互
規
锘
的
に
行
政
村
落
の
：
 

_

づ
砝
的
|

^
を
規
^
す
名
事
に
な
る
か
ら
で
.あ
る
。

:.■ぐ
.

.

.

.さ
て
年
貢
負
擔
潘
た
石
西
姓
に
.
つ
い
て
考
へ.
よ
う
と
す
る
時
、
年
貢
負
&

の 

:
:

公
的
i

は
何
か
と
异
ふ®

が
先
づ
浮
び
上
る
。
近
世
に
於
い
て
は
年
貢
賦 

.

課
者
た
る
領
生
が
行
政
領
主
的
性
格
を
も
ち
、

•

經
濟
外
强
制
が
、
慕

的

人

格 

:

|

:;
::
:'
;:
:

.

:.

-
的
に

優I
t

:'-

所
で
あ
る
が
、
そ
の
：場
合
西
姓
は
法
の
主
體
潘
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
法
的 

_

::
-!

\

政
治
的
主
體
者
た
る
立
場
か
ら
排
除
さ
れ
た
も
の
と
し
て
封
_

主
身
分
に
隸 

.
き

'：
,
'
:
'
:へ.
.

.:

|
.屬
し
て
政
治
的
支
配
を
う.け
る
も
の
と
し
て
規
は
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
う
.し
た 

.

藤
味
で
叙
西
姓
の
主
體
性
に
於
い
て
公
的
資
格
が
ー

K

々
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、 

ノ
封
灌
領
主
か
ら
見
て
、
彼
の
財
政
的
耍
來
を
充
足
し
得
る
農
民
は
ど
の
櫧
な
も 

1
£

;
ブ
： '

;

'

の
で
あ
る
か
に
あ
る
。

こ
の
規
定
の
仕
方
は
夫
々
の
領
主
の
經
濟
的
必
要
の
在 

り
力
に
よ
っ.
て
異
な
っ
て
く
る
。
何
故
な
ら
行
政
©

王

と

い

ふ

法

的

！
！
^

も

具
 

隙
的
に
現
は
れ
，る
場
合
に
は
封
建
社
^

i
t
：

有

の

地

域

的

分

散

的

個

別

的

な

.ら

ざ 

...
 

る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
.

謹

 

近
世
村
落
形
成
期
に
於
け
る
印
貢
に
っ
い
て
㈠

I’-' 

,

. 

. 

.

在
の
樣
に
領
主
の
主
體
性
に
於
い
て
規
定
ざ
れ
る
一
方
、
近
世
の
農
民
は
村 

落
共
同
體
の
粋
內
で
と
い
ふ
^
ぼ
#
ぎ
で
、
自
己
の
！
^

地
に
於
い
て
㈱
殳
の 

計
第
に
よ
る
生
產
を
營
み
得
る
程
に
迄
獨
立
し
て
ゐ
る
事
か
ら
、
領
主
が
行
政 

村
落
と
し
て
把
へ
た
村
の
^
豸
に
は
農
民
の
相
亙
關
係
か
ら
生
ず
る
規
定
も
有 

り
得
る
譯
で
あ
る
。
卽
ち
法
的
關
係
か
らi

K
f

ば
領
主
侧
か
ら
す
.る
規
定
が
考 

へ
ら
.れ
、
現
實
的
具
體
的
に
.は
領
主
側
が
把
掘
し
よ
ぅ
と
し
た
時
辦
に
於
け
る
.
 

生
沽
村
器
の
秩
序
が
規
定
す
る
も
の
と
云
ひ
得
る
。

の
秩
序
を
形
づ 

く
る
條
件
は
惣
的
村
落
秩
序
.か
ら
近
供
村
落
へ
移
行
し
た
際
の
身
分
的
上
下
關 

係
の
反
映
に
：莲
づ
く
家
格
と
か
、.’
族
緣
協
同
態
の
分
解
か
ら
生
じ
‘た
同
族
團
的 

關
係
に
於
け
る
系
譜
的
上
.下
關
係
に
基
づ
く
家
格
と
か

に

、

.
s
f
t

の
大
小
若 

し
く
は
保
有
池
の
大
小
、
勞

働

カ(

私
的
な
隸
屬
關
係
：に
あ
る
も
の
、
屈
傭
關 

係
；に
あ
名
ふ
の
、
及
.び
血
緣
家
族
の
員
數
迤
も
含
む)

の
大
小
等
の
經
濟
關
係 

等
が
4
應
考
..へ
ら
れ
^

-.
.

. 

.
■

」

ざ

て

,>
.
_

寺
村
の
亩
姓
に
づ
.い
て
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
前
稿
に 

稍
^
詳
細
に
杖
1

造
を
抜
0.
た
.の
で
、
，立
入
つ
た
考
察
は
略
す
が
、
前
稿
に 

利
用
し
な
か
つ
た
寬
永
十
七
年
の
名
寄
^
を
中
心
に
本
稿
に
必
要
な
範
間
で
少 

し
く
述
べ
：て
見
よ
ぅ
。
.前
稿
で
は
慶
長
十
六
年
、
萬
治
ニ
年
、
•霞

ハ

年

、
数 

曆
四
年
の
連
光
寺
村
全
村
の
名
寄
帳
の
.み
を
扱
.つ
た
の
で
あ
.る
が
、.

寬
永
十
七 

'年
九
月
吉
日
付
の「

g

®

㈣

罾
M
ホ
®
^
■

ひ
'か
へ」

な
る
帳
簿
が
あ
り
、
 

表
題
は
水
帳
.C

検
地
帳)

で
あ
る
が
、
内
容
は
名
寄
帳
.で
あ
る
。
た
^
全
村
分 

で
は
な
く
、
避
光
寺
村
の
小
村
で
あ
る
中
河
原
村
；

(

後
に
下
河
原
村)

分
だ
け 

.で
あ
る
爲
利
用
し
.な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
次
に
記
載
の
一
例
を
示
さ
}
。

;

'

:

又

右

衞

門

分

.

'前s
:

一
 

上

田

一

反

一

畝

六

ト

.

又

治

：
衞

'
門

：：

■ 

三
-1 

a

 

ニ

)



將願 同 同  

け兵

ん衞人人

同

..I

上
田一 .

一
反一

畝

廿

四

ト_

同

J
上

田一

畝

サ

七

ト
:

間
一
上
田
七
歃
十
八
步 

同

一

中

田一
畝
六
ト
辰
開

-
-
中

略

~

.—
 

'

右
田
合
一
町
九
反
六
敏
廿
五
ト.

.

此
分
ヶ
上
田
四
反
ニ
畝
十
五
步 

,
,
中
闽
三
反
十
三
ト

三
田
填
會
雜
誌
,'
第
四
ヤ
九
#.
 v

第
一.r

號.

下
田
六
反
三
畝
ト 

本
田
3 -
ロ
合
小
以
ー
町
三
反
五
畝
廿
八
ト 

巧

開

五

畝

廿

四

ト
'.

卯
瑞
ニ
反
九
献
廿
八
ト 

.
辰
開
ニ
反
五
セ
五
ド.

'
.新
開
三
.ロ
合
小

以

六

反

廿

八

ト_

見
ら
る
X
通
り
ホ
期
以
降.の
名
寄
帳
に
まX
見
ら
れ
る
形
式
を:^
つ
:^
ゐ

る 

.

.が
、
' 此
の
村
K

つ
い
て
耷
へ
ば■
長
十
六
年
の「

速
光
券
之
鄕
懸
高
迁

」
 ̂(

名 

寄
帳)

が
特
高
別
の
み
.で
一
ボ
さ
れ
て
ゐ
ゐ
の
に
對
し
、
萬
治
ニ
年
の「

連
光
寺 

村
惣
百
姓
名
寄
帳1-
の
記
載
形
式
ど
同
じ
く
、
本
田
、
畑
、
新
_
田
畑
の
地
積 

合
計
を
示
し
て
、
高
で
林
示
し
て
ゐ
な
い
。
萬
治
ニ
年
と
異
な
る
の
は
、
.
本
田 

畑
新
開E

畑
共
に
一
筆
づk
か
k
れ
、
且
そ
の
下
に
人
名
が
あ
る
事
で
あ
る
。 

記
f

の
又
在
衞
門
の
田
畑
の
地
積
下
の
人
名
は
本
人
の
名
前
が
記
さ
れ
て
ゐ 

.る
場
合
と
、
他
の
溝
瀬
兵
衞
、
將
監
の
名
前
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
場
合
と
が
あ
り 

i

の
土
地
に
も
他
人
の
名
前
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
本
帳
に
は
本
村
の
者
の
持 

地
が
示
さ
れ
て
お
り
、
例
へ
ば
忠
右
衞
門
持
分
の
記
載
に
は
、
仁
右
衞
門
作

、
.

.
-

•
 

• 

:

■三 I
I.

.(

一
 

ニ
ー)

新
右
衞
H

作
、
瀬
兵
衞
作
と
、
耕
作
者
が
示
さ
れ
て
ゐ
.る
が
、
'中
河
原
村
の
者 

の
持
分
で
は
何
某
作
と
い
ふ
表
現
で
は
な
く
、
單
に
名
前
の
み

」

で
あ
る
。
こ
の 

.
一
筆
毎
の
名
前
は
檢
地
帳
の
名
請
が
名
目
化
し
た
後
の
.

「

名」

を
示
す
の
で
は 

な
く
、
む
し
♦ろ
現
實
の
耕
作
者
を
示
し
て
ゐ
る
と
考
へ
•ら
れ
る
。
つ
ま
り
本
村 

の
者
と
の
關
係
は
小
が㈱
係
を
亲
し
、
中
河
双
^

の
者
と
の
關
係
は
族
黻
協
同 

態
を
示
す
も
の
と
し
た
い
。
次
に
そ
の
理
由
を
述
べ
ょ
ぅ
。

中
河
原
村
c>
-
持
分
者
を
所
有
地
積
別
に
表
に
，し
た
の
が
附
表
㈠
.(

次
頁)

で 

あ
る
。
持
分
者
八
家
の
中
、
附
表㈠
に
見
ら
れ
る
一
町
以
下
の
三
人
は
地
積
の 

所
に
作
人
の
名
が
な
く
、
單
獨
耕
作
で
あ
る
。
上
位
六
家
に
作
人
名
が
見
え
る 

の
で
あ
っ
て
、.又
右
衞
門
持
分
は
、
又#
衞
門
、
瀬
兵
衞
、
將
監
、
七
藏
、
仁 

右
衞
門
、
藤
本
、.せ
ん
久
、■作
兵
衞
、
善
十
郞
の
九
名
が
耕
作
し
、
作
兵
衞
と 

書
十
郞
は
田
の
み
を#

作
し
て
ゐ
る
。
庄
左
衞
門
手
前
三
人
は
庄
左
衞
門
、
利 

右
衞
門
、
惣
在
衞M
v.
i

郞
の
四
名
が
田
畑
共
に
耕
作
す
る
。
新
右
衞
門
持 

分
は
新
右
猶
門
、
九
左
衞
門
、
叉
左
衞
門
の
三
名
が
田
畑
共
に
耕
作
す
る
。
長 

.兵
簿
分
は
長
兵
衞
、
又
兵
衞
、
小
右
衞
門
の
三
名
が
田
畑
共
を
耕
作
す
る
。 

喜
兵
衞
持
分
は
喜
兵
衞
、
四
郞
右
衞
門
の
一
一
名
が
田
畑
を
耕
作
す
る
。
之
ら
の 

耕
作
者
は
所
馬
の
持
分
者
以
外
と
は
本
村
の
渚
と
を
除
い
て
耕
作
關
係
を
も
た 

な
い
。
又
耕
作
の
對
象
は
本
、i

の
別
な
く
行
は
れ
て
ゐ
る
。

っ
ま
り
持
分 

權
者
と
耕
作
者
の
關
係
は
領
主
に
ょ
っ
て
百
姓
と
し
て
把
へ
ら
れ
る
公
的
な
年 

貢
負
擔
資
格
者
と
、
現
實
の
耕
作
者
で
あ
り
乍
ら
、
右
の
資
格
を
も
っ
持
分
溝 

に
包
含
さ
れ
て
ゐ
る
者
の
關
係
で
あ
り
、
こ
：の
關
係
を
族
緣
協
同
態
と
す
る
の 

で
あ
る
。
本
村
の
者
と
の
關
係
は
族
緣
協
同
態
の
粋
か
ら
踏
み
出
し
て
結
ん
だ 

耕
作
關
係
で
あ
っ
て
小
作
關
係
と
見
る
事
が
出
來
ト
。

年
貢
負
擔
の
公
的
資
格
者
は
寬
永
十
七
年
の
八
家
か
ら
萬
治
ニ
年
に
は
十
三
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家
と
五
家
增
ぇ
た
。
增
え
た
も
の
は
、
右
の
耕
作
者
の
中
か
ら
、
灝
兵
衞
、
五 

.郞
左
衞
門(
將
監)

作
兵
«

理
右
衞
門
、：
芘
右
衞
門
、
又
左
衞
門
、
四
郞
左 

.衞
門
の
名
が
新
ら
し
く
名
寄
帳
に
登
錄
さ
れ
て
ゐ
る
。
持
分
考
で
見
え
な
い
の 

は
新
汩
衞
門
、
九
右
衞
門
、
茂
お
衞
門
、
せ
ん
右
衞
門
で
あ
る
が
、
全
然
新
ら 

し
い
名
前
で
現
は
れ
る
の
が
作
左
衞
門
、
淸
右
衞
門
で
ぢ
る

。

.

.■

.
又
右
衞
門
家
の
分
解
の
場
合
を
示
せ
ば
、
寬
永
十
七
年
、
三
町
七
反
ニ
畝
餘 

.の
經
營
が
、
萬
治
ニ
年
で
は
、
又
右
衞
門
ー
町
三
反

j

一
一
畝
、
瀨
兵
衞
七
反
四
献 

六
步
、
五
郞
左
衞
門

一

町
四
反
ニ
畝
廿
步
、
作
兵
衞
一
町
四
献
七
步
と
な
り
、 

獺
兵
衞
だ
け
又
右
衞
門
五
郎
左
衞
門
の
約
半
分
で
あ
る
。
彼
ら
の
獨
立
の
經
濟 

的
甚
礎
は
寬
永
十
七
年
に
有
し
た
本
田
畑
新
開
田
畑
の
他
に
、
更
に
そ
の
後
の 

f

が
加
は
つ
た
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
瀨
兵
衞
は
明
曆
ー
一
年
に
田
を

ふ
!!

三
畝 

威
拾
七
步
、
畑
を
六
筆
四
敝
七
炎
、
.
合
せ
て
八
畝
四
步
を
開
發
し
て
ゐ
る
。
作 

..典
衞
ば
又
右
衞
門
の
族
緣
協
同
態
に
ゐ
た
作
兵
衞
と
斷
定
し
難
い

が
、
四
人
の 

持
分
分
割
比
は1

•
1• 

3
4
,
1
2

と
な
る
。
又
右
衞
門
五
郎
右
衞
門
は 

.血
黻
渚
の
均
等
分
割
、
溯
兵
衞
は
血
緣
者
に
黝
す
る
非
血
緣
者
と
し
て
血
緣
者 

の
年
分
と
解
さ
れ
る
。

：

か
ぅ
し
た
家
の
分
解
が
、
村
落
構
成.を
.ど
の
樣
に
變
化 

さ
せ
た
が
を
、
萬
治
一
ー
年
名
寄
帳
に
ょ
つ
て
所
有
地
積
別
表
を
附
表

㈠

に
附
し 

て
示
し
た
。
金
村
の.場
合
.も
、
：
下
川
原
村
だ
け
の
場
合
も
、

一
.

町—

一
町
五
反 

の
^

、
均
等
な
持
分
者
の
餍
を
中
核
と
す
る
様
な
方
向
で
新
百
姓
の

㈱

殳
が
な 

.さ
れ
た
事
が
判
る
と
思
ふ
。

■
要
す
る
に
近
世
的
共
同
體
形
成
の
進
行
に
つ
れ
て
、
領
主
に
年
貢
負
擔
者
と 

し
て
把
へ
ら
れ
る
百
姓
が
增
加
し
た
と
云
ひ
得
る
。
.

.

.

.

.

0

1

言
つ
け
加
.へ'た
い
の
は
夫
役
に
つ
い
て
、
あ
る
。
役
負
擔
は
最
近
勒
期 

本
西
姓
を
規
定
す
る
重
要
な
條
件
と
し
て
着
目
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
近
世
初
期

.三

四

2

一
 

四)

.に
封
建
領
主
が
百
姓
に
要
求
し
て
ゐ
る
夫
役
は
封
建
地
代
の
一
形
態
で
あ
る
勞 

f

代
と
し
て
の
夫
役
で
は
な
い
事
は
明
ち
が
で
あ
り
、
む
し
ろ
戰
國
大
名
の 

耍
來
し
た
軍
夫
役
に
始
ま
っ
た
と
見
て
ょ
い
だ
ら
う
。
行

1

、工
の
ポ
事
的
必 

要
、
行
政
的
必
耍
か
ら
す
る
臨
時
的
夫
役
は
、
築
城
人
夫
役
、
運
輸
の
爲
の
傳 

馬
役
、
水
主
役
、
領
主
的
規
横
に
於
け
る
治
水

H

事
人
夫
役
等
が
あ
る
が
、
之.
 

ら
が
恨
常
化
し
形
骸
化
す
る
機
に
な
る
と
、
具
體
的
な
i

カ
耍
來
か
•
代
金 

納
化
ざ
れ
る
機
に
な
り
、
軒
役
に
迄
變
化
し
て
し
ま
ふ
。
連
光
寺
村
で
は
夫
役 

は
傳
馬
役
と
し
て
真
體
的
勞
働
力
提
供
が
相
當
お
そ
く
迄
行
は
れ
て
ゐ
る
が
、 

そ
れ
に
對
し
て_
少
で
は
あ
る
が
報
償
が
與
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
之
は
夫
役
耍
汆 

權
が
封
建
地
代
賦
課
權
と
は
異
な
っ
た
權
源
か
ら
生
ず
る
違
ひ
で
あ
っ
て
、
夫 

役
耍
泶
權
が
公
的
權
力
か
ら
坐
じ
た
事
を
眾
す
も
の
で
あ
ら
う
。
こ

X

で
は
此 

の
顆
を
指
摘
す
る
に
止
め
ょ
う
。

I£(

1-)

.
こ
の
事
は
、
村
落
內
部
の
苗
姓
の
生
活
の
.申
か
ら
生
れ
る
生
活
規
定 

が
村
法
に
迄
高
ま
る
場
合
の
法
形
成
者
た
る
事
と
は
異
な
る
の
は
云
ふ 

迄
も
な
い
。
村
法
の
場
合
は
生
活
法
で
あ
っ
て
、
領
主

=

農
民
關
係
の 

規
定
で
は
な
い
。
ド
ィ
ッ
の
ヴ
ァ
ィ
ス
テ
ユ
I
マ
！
が
中
世
農
#

の
好 

箇
の
資
料
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
る
が
、
日
本
の
村
法
と
は
そ
の
成
立
祺 

情
を
異
に
し
て
ゐ
る
。
北
村
忠
夫
氏
の
史
學
雑
誌
、
文
化
史
硏
究
揭
載 

,
の
諸
論
槁
、
前
田
正
治
氏

「

日
本
近
世
村
法
の
硏
究

」

(

2)
生
活
村
落
の
秧
序
を
規
定
す
る
諸
條
件
に
っ
い
て
は
前
揭
拙
稿
に
考 

察
し
た
所
で
あ
る
が:'
最
近
印
行
さ
れ
た
寬
永
十
年
肥
後
藩
人
畜
改
帳 

は
領
主
側
の
把
握
が
、
生
活
村
落
の
秩
序
と
相
互
規
定
的
に
行
は
れ
て 

.ゐ
る
、事
を
示
し
て
'ゐ
る
。

.(

3

)

族
緣
協
同
態
の
枠
か
ら
踏
み
出
し
た
者
が
他
梂
の
も
吵
と
小
作
駆
係 

.

を.
結
ん
で.
ゐ
た
例
は
拙
稿「

新
開
と
入
會」

の
野
論
境
論
を
見
ら
れ
た 

い
。
そ
こ
で
は
入
會
地
の
中
の
耕
地
が
小
作
で
あ
っ
た
か
、
自
主
的
開 

發
で
あ
っ
た
か
を
互
ひ
に
論
證
す
る
靡
に
よ
っ
て
、
入
會
地
の
村
落
に 

^

る
國
ひ
込
み
の
論
理
と
な
っ
た
事
を
尕
し
た
。

.

:(

4

)

.

瀨
兵
衞
、
五
郎
左
衞
！：

のJ

一
名
は
又
右
衞
門
分
と
分
附
さ
れ
て
ゐ
る 

が
作
兵
衞
は
分
附
が
な
く
、
又
、
又
右
衞
門
と
離
れ
て
記
し
て
あ
る
の 

.

で
同
名
異
人
か.
も
知
れ
な
い
。

.

(

5

)

明
曆
ニ.
年
新
田
新
畑
改
帳
。 

•
 

•

(

6

)

大
垣
蒎
地
方
雑
記
、
及.
美
濃
國
神
海
村
史
料
。L
 

、

:

.
西
ン
生
産
力
の
領
主
的
把
握
 

.

.

酋
姓
が
年
貢
を
納
め
得
る
の
は
納
め
得
る
だ
け
の
生
慶
力
を
有
し
て
ゐ
る
か 

ら
で
あ
る
。
上
來
述
べ
來
っ
た
.の
は
そ
の
機
な
生
產
力
を
現
實
に
封
建
地
代
と 

し
て
收
取
す
る
經
濟
外
强
制
=
.
領
主
權
カ
の
形
態
と
し
て
の
支

13
權
と

そ
れ
に 

對
蹓
す
る
}

s

姓
に
っ
い
て
乂
あ
る
が
、
本
節
に
於
い
て
は
}

s

姓
の
生
產
力
を
現 

實
に
收
取
す
る
手
續
き
が
ど
の
機
な
も
の
で
あ
り
、
、ど
の
機
に
生
產
カ
を
把
握 

し
た
か
を
見
よ
ぅ
。
農§

領
、王
に
あ
つ
て
は
農
民
を
人
格
的•に
'支
配
す
る
の 

で
あ
る
か
ら
領
主
の
恣
意
若
し
く
は
慣
習
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
地
代
を
直 

接
に
收
取
す
れ
ば
よ
い0.
之
に
對
し
て
行i

主
は
地
域
的
行
政
的
支
配
を
通 

し
て
農
民
か
ら
地
代
を
收
取
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
近
世
領
主
の
封
建
的
土
地
所 

有
は
上
^
^
主
力
ら
或
る
一
定
地
域
を
授
封
さ
れ
る
事
に
よ
っ
て
封
建
社
會
に 

於
け
る
所
有
權
を
保
證
さ
れ
る
。
.行
肇
王
に
あ
っ
て
は
そ
の
授
封
の
內
容
は

.

:

一
.に
：は
行
政
支i

を
內
容
と
す
る
領
主
梅
と

1

一
に
は
地
代
收
取
權
に
分
け
ら

•

近
世
村
落
形
成
期
に
於
け
る
年
貢
に
つ
い
て
r)

'

れ
る
。
太
語
撿
地
以
來
授
封
の
內
容
で
あ
る
領
主
檄
の
表
現
に
は
一
定
の
地
が 

示
さ
れ
、
地
代
收
取
權
は
汩
高
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
.石
高
は
地
代
收
取
の 

前
提
で
あ
る
生
產
力
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
石
高
表
示
は

い

は

^
生
罾
カ
の
領 

主
的
把
握
で
あ
る
と
云
へ
よ
う。

' 

'

生
產
力
の
表
現
と
し
て
石
高
が
用
ひ
ら
れ
た
の
は
、

一
に
は
地
代
形
態
が
物 

納
で
.あ
り
、
且
米
納
が
主
軸
で
あ
っ
た
事
に
.よ
る
。
併
し
そ
れ
だ
け
の
理
，由
で 

は
畑
作
物
迄
も
含
め
て
全
生
產
力
が
石
高
制
に
表
現
さ
れ
る
樣
に
な
っ
た
説
明 

に
は
不
充
分
で
あ
ら
う
。
■行
政
領
主
制
の
成
立
は
相
當
程
度
發
逹
し
た
流
通
經 

澉
を
前
提
と
し
て
お
り
、
.
.そ
の
際
、
米
が
單
な
る
生
產
物
と
し
て
だ
け
で
な
く 

價
値
基
準
と
し
て
用
ひ
ら
れ
る
に
至
つ
て
ゐ
た
事
を
指
摘
し
て
お
か
う
。
米
が 

近
世
初
期
に
货
幣
的
機
能
を
有
し
て
ゐ
た
事
の
指
摘
は
旣
に
野
村
翁
太
郎
敎
授 

に
よ
つ
て
な
.さ
れ
て
居
る
が
^

所
謂
貨
幣
の
最
普
遍
的
形
態
で
あ
る
金
屬
貨
幣 

.
の
流
通
は
廣
く
全
國
的
規
模
で
凡
ゆ
る
社
i

層
に
行
は
れ
て
お
ら
ず1
且
貨 

幣
そ
の
も
の
が
不
安
定
な
債
値
で
あ
っ
た
。
茇
び

1

へ
れ
ば
一
股
的
等
償
形
態 

と
し
て
の
機
能
を
充
分
に
果
し
得
な
か
つ
た
時
似
に
お
い
て
、
等
價
形
態
と
し 

て
交
換
の
基
準
た
り
得
たI
品
は
太
閤
檢
地
前
後
の
時
期
で
は
米
以
外
に
な
か 

っ
た
。
織
豐
政
權
の
政
策
に
土
地
丈
量
制
の
全
國
統
一
と
共
に
、
米
の
秤
量
の 

基
礎
た
る
，桝
の
統
一
が
あ
っ
た
事
は
米
の
秤
量
の
統
一
に
よ
っ
て
全
國
共
通
の 

'單
位
表
示
を
可
能
な
ら
し
め
よ
う
と
し
た
措
骰
に
他
な
ら
な
い
。
戰
國
期
に
各 

地
で
用
ひ
ら
れ
た
貫
文
制
が
石
高
制
に
變
っ
た
點
は
次
の
機
に
考
ヘ

.た
い
。
貫
'
 

文
制
は
原
則
的
に
ば
濃
奴
制
領
主
が
上
撒
領
主
に
對
し
て
納
め
る
封
建
地
代
の 

分
割
分
で
あ
っ
た
か
、
若
し
く
は
さ
う
し
た
領
主
制
に
於
け
る
生
產
力
の
領
主 

的
把
握
で
あ
.っ
た
。
農
奴
制
領
主
經
營
の
解
體
に
伴
っ
て
領
主
が
行
政
領
主
身 

分
に
：上
#

す
る
か
、
百
姓
身
分
に
轉
落
す
る
か
、
何
れ
か
の
途
を
と
っ
た
時
、

五

一一

五)

I
中1

許

!丨
：i I
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一
一
六)

貢
文
制
は
‘そ
の
根
據と
ず
る
流
通
過
程
の
狭
隘
性
のた
め
、
百
姓
身
分
.

1

股

に

■

史

身

㈠ 

迄
貨
幣
負
擔
を
要
來
す
る
事
が
不
可
能
で
あ
っ
た
。
又
貨
幣
そ
の
も
の

X
不

安

I 

(

元
和
九) 

，定
か
ら
も
金
國
的
規
模_で
使
用
1>
得
る
右
高
制
に
ょ
る
生
產
カ
の
表
示
の
方
が 

K

文
.に
ょ
る
表
示
ょ
り
も
容
县
で
あ
っ
た
と
一

K
.

へ
ょ
'う
。

.

.
か
く
し
て
石
高
制
がと
ら
れ
た
事
は
行
政
領
主
の
授
封
に
際
し
て
、
單
に
地
，

域
の
廣
狹
を
示
す
許
り
で
な
く
、
領
主
の
財
政
的
基
礎
と
し
て
の
生
產
カ
把
握 

を
數
量
的
に
行
ふ
事
、
卽
ち
生
產
カ
を
抽
象
的
に
測
定
す
る
事
.が
可
能
と
な
っ 

た
の
で
あ
る
。
卽
ち
土
地
と
人
の
勞
働
關
係
の
結
實
と
し
て
の
生
罾

㈣

を
®
力 

畑
方
の
區
別
な
く
單
ー
の
價
値
基
準
に
お
い
て
把
握
し
得
る
と
い
ふ
段
階
で
、

地
代
收
取
の
基
礎
卽
ち
生
產
カ
の
表
示
が
石
高
で
行
は
れ
た
と
耷
へ
ょ
う
。
そ 

れ
故
行
政
堺
位
と
し
て
の
村
が
、
領
主
に
.と
っ
て
は
抽
象
化
さ
れ
た
生
產
力
の 

表
現
で
あ
る
村
高
を
基
礎
と
し
て
、
封
建
地
代
を
現
實
に
收
取
す
る
場
と
な
る 

の
で
あ
る
。
 

.

. 

'

村
高
に
表
現
さ
れ
る
生
產
力
の
把
握
は
、
先
づ
i

過
程
の
場
で
あ
る
耕
地 

と
、
そ
こ
へ
勞
働
力
を
投
入
する
人
間
の
確
定
卽
ち
檢
地
帳
の
作
成
に
始
ま
り 

田
畑
夫
々
'の
地
位
に
應
じ
て
定
め
ら
れ
た
石
盛
を
そ
の
地
積
に
乘
じ
て
集
計
と 

し
て
の
村
高
が
決
定
し
、
そ
の
後
は
地
利
、
地
改
.に
-<
|
:っ
て
改
訂
-$
れ
る
。
年
.

々
の
年
貢
賦
課
は
年
々
檢
見
に
ょ
っ
て
補
正
さ
れ
て
、
割
付
狀
に
ょ
っ
て
村
方 

に
そ
の
年
の
賦
課
額
が
提
示
さ
れ
る
•。
次
に
連
光
寺
村
の
場
合
に
卽
し
て
年
貢 

賦
課
額
の
提
示
の
仕
方
を
元
和
九
年
ょ
り
貞
享
元
年
迄
考
察
し
ょ
う

"

1

元
和
丨
明
曆
期 

„

先
づ
德
川
氏
直
領
で
あ
っ
た
時
期
の
兔
狀
と
天
野
氏
知
行
地
と
な
っ
て
か
ら 

の
割
付
狀
を
比
較
し
乍
ら
生
產
カ
把
握
の
仕
方
を
見
ょ
う
。
下
に
三
通
の
史
料

1

史

料

㈡ 

を
揭
矸
た
。
 

(

寛
永
十
•一)

パ ~ 、 パ ，— 、

赍 新 . 三 新  五免

斗 畑 斗 田  ッ
五 分 取 分  ニ

升 ' ^  分
取 、ノ

'

連

光

寺

村

亥

取

事
'

一
高
威
百
拾
四
右
八
升
三
合.

.

高

迁

.
 

此
內
引
高

.

册
六
石
三
斗
八
升
六
合
 

永
川
く
！
^i

 

.
三
斗
九
升 

茨

永

流
 

引
小
以
册
六
石
七
斗
七
升
六
合 

殘
百
七
拾
七
石
三
斗
七
合 

、

此
取
九
拾
戴
右
壹
斗
九
升
九
合
五
ッ
貳
分 

此

外

.此
外
四
反
四
畝
貳
拾
步
亥
永
流 

一
下
田
四
町
七
反
七
畝
拾
三
步
 

新

田

此

反

拾

四

石

三

斗

威

升

威

合

三

斗

取 

一

下

畠

四

町

壹

反

四

献

戴

拾

七

步

新

畑■

此
取
六
石
威
斗
^
升
三
合
 

寶
斗
五
升
取

取
合
百
拾
戴
石
七
斗
四
升
四
合

.

右
分
想
百
姓
立
合
無
甲
乙
樣
二
致
勘
定
皆
濟
可
仕
候
者
也
仍

如

件

.

.

(

.元
和
九
年)

亥
十
二
月
七
日 

小
次
太
©

. 

名
主
百
姓
中

中
河
原
分
戌
物
成
定
之
事

f

分)

免畑 
四方 
V
、̂ ノ

史

料

闫

(

寬
永
十
二
S
 

(

五
斗
三
升
取)

(

五
斗
六
升
取)

ー

高

三

拾

威

石

三

斗

三

升

戴

合

七

勺

高

辻

，

高
拾
七
石
三
升
八
合
四
勺 

•

內
三
斗
八
升
ハ
ひ
か
む
！
引 

殘
拾
六
石
六
斗
五
升
八
合
四
勺
 

可

納

分
.

取
六
ッ
七
分

.

取
米
拾
壹
石一

斗

六

升

壹

合

壹

勺

三

才.

畑
屋
敷
/
拾
五
石
贰
斗
七
升
四
合
三
勺

.

,
 

取
四
ッ

•

取
米
六
石
壹
斗
九
合
七
勺
貳
才
，

取
米
合
拾
七
石
贰
斗
七
升
八
勺
五
才 

右
之
分
霜
月
廿
日11

皆
濟
可
仕
者
也
仍
如
件 

寬
永
拾
壹
年 

岩
佐
七
左
衞
門
⑩

戌

ノ

八

月

十

五

日
.

山
田
彥
左
衞
門(

1

) 

.

.

.

.名

.主
..

.
瓦
姓
中

中
川
原
表
ノ
取
付
之
次
第 

W:
反
■ニ
付
五
斗
三
升

一

下

田

下

毛

五

反

四

畝

十

八

分

同一同  
中 
田

金 
斗 
九 
升

五
^

■
六

升

■ 

S 

中

宅

九

反

四

畝

八

分

(

五
.斗
九
升
取)

近
世
村
落
形
成
期.に
於
け
る
年
貢
に
つ
：い
：て：

㈠

一
一
上
豇
上
毛
壹
町
四
反
戴
畝
十
七
分 

(

六
斗
贰
升
取

)

同

六

斗

贰

升
'

°, 

.一

上

田

上

々

毛

六

反

七g
貳
拾
四
へI

 

右
之
外
貳
反
八
ハ
分
見
す
て

(

壹
斗
七
升
取)

壹
反
二
付
壹
ヰ
セ
升三

町
三
反
六
献
十
威
分

四
反
八
畝
十
七
分

貳
反
豐
畝
拾
分®

.一
下
畠

(

贰
斗
赍
升
取)

同

贰

斗

壹

升
 

一
中
畠

(

贰
斗
五
升
取)

同

It
斗
五
升 

一

上

畠

：

(

五
斗
取

)

.同五斗 

一
屋
敷

冶
之
通
常
丹
中
皆
濟
可
仕
者
也
仍
如
件 

一

、寬

永

十

ニ

年
'

1

天
野
孫
左
衞
門
⑩

亥
ノ
霜
月
六
日
：
 

重
次(

花
抑) 

'
.
.
名
主
忠
右
衞
と
の 

，
組
頭 

.
•

想
}
姓̂

ホ
.. 

.

.

'

形
式
上
の
吟
味
か
ら
始
め
ょ
ぅ
。.第
.一
に
史
料
の
村
名
が㈠
と
㈡

㈢
と
異
な 

っ
て
ゐ
る
事
に
氣
づ
く:0
村
の
！
'稱
が
異
な
る
の
は
、'
慶
長
三
年
の
檢
地
帳
で 

.は
連
光
寺
鄕
と
鄕
名
を
以
て
呼
ば
れ
、
本
村
、
馬
引
澤
、
中
河
原
の
夫
々
は
村 

と
し
て
乂
は
な
く
眾
な
る
地
域
名
稱
に
す
ぎ
な
か
つ
た
の
が
、
元
和
以
降
は
迎 

光
寺
村
と
總
稱
さ
れ
る
機
に.な
っ
た
。
そ
れ
が㈠
で
あ
り
、
㈡

は
寬
永
十
.一
.年 

以
降
中
河
原
村
が
準
行̂

:
落
と
し
て
、、
本
村
並
に
馬
引
澤
村
か
ら
分
離
し
て

三

ヒ

(

一
一
七)
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近
世
馨
形
成
期
に
於
け
る
年
貨
に
つ.v

t
e)
.

T-
:
一

九

(

ニ

九)

|
_
、ノ 

, 

• 

’ 

ぐ
;*
.

, 

ノ

て

パ

ン

：

. 

' 

'

:
〜

' 

.

口
-
-
:
"
-
-
-
F
.
r
,
[
.
p
u
l

■:.
-
_.
三.
田

學

會

雜

誌

：

.
：':
第
®

...

?

v 

. 

.

.

. 

- 

•
-
,

:

把
，へ
ら
れ
る
儲
に
な
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
'つ
ま
り
中
河
原
村
.

(

萬
治
一
一
年
以
降 

.

.

.下河
原
村
と
呼
ば.れ
る)

は
^-
光
寺
村
0

-—
»
部
で
あ
'つ
_て
、
割
付
狀
の
形
式
は
：
 

'.
本
村
と
全
く
同
一
で
あ
り
、
こX
で
は
便
宜
上
中
河
原
村
を
揭
出
し
た
の
で.あ
： 

る
。.第1

一
に
差
出
者
は
、㈠
ば
小
次
太
で
、
代
官
で
あ
っ
た
小
衆
次
大
夫
で
あ 

:

る

.0
直
8

の
六
年
七
年
の
割
付
狀
に
は
中
根
吉
兵
衞
の
署
印
が
あ
¥

㈡

は 

，
天
野
氏
が
地
頭
と
な
っ
た
翹
年
で
あ
る
が
、
，箸
名
し
.て
ゐ
る
二
人
は
天
野
氏
の 

用
人
で
あ
る
の
か
、
勘
定
奉
行
所
の
手
代
で
あ
る
の
か
は
つ
き
り
し
な
い
が
、
 

恐
ら
く
後
者
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
そ
の
理
由
は
！
：が
明
ら
か
に
天
®
ぽ 

，
の
名
前
で
出
さ
れ
て
お
り
、
割
付
狀
が
通
例
領
主
の
名
前
で
出
さ
れ
る
の
に
.反 

し
て
お
り
、
且
日
付
も
通
例
の
十
月
半
ば.か
ら
十」

月
衆
頃
に
較
べ
て
、
ず
つ 

と
早
い
八
月
と
な
つて
ゐ
る
。
又
十
年
分
の
年
貢
皆
濟
狀
が
十
..一
年
の
十
二
月 

.

.廿
ー
日
付
で
天
野
氏
か
ら
出
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
天
膝
氏
に
於
い
て
ば

^
㈱
狀
は 

全
て
割
付
狀
の
裏
醫
で
濟
さ
れ
て
ゐ
て
葙
の
如
ぐ
皆
濟
狀
が
別
に
出
さ
れ
た
事 

は
割
付
狀
が
天
野
氏
の.手
か
ら
出
さ
れ
た
の
で
，は
な
い
と
見
ら
れ
る
。
む
し
ろ 

知
行
替
の
間
の
臨
時
措
置
と
し
て
代
官
で
は
な
く
、
勘
定
奉
行
の
手
で
割
付
狀 

■.
が
出
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
ぅ
。
尙Hを
元
和
九
年
と
し
た
の
は
、
そ
の 

記
載
が
寬
永
元
年

1

一
年
の
割
付
狀
の
高
辻
、
引
高
、
新
田
新
畑
の
數
字
と
全
く 

同
じ
で
あ
り
、
且
差
出
者
も
同
一
人
で
あ
る
事
、
及
び
紙
質
筆
蹟
も
同
一
時
期 

と
見
ら
れ
る
事
か
ら
し
て
、
元
年
ニ
年
の
前
後
の
亥
年
を
求
め
れ
ば
元
和
九
年 

と
比
定
す
る
の
が
妥
當
で
あ
ら
ぅ
。
第
三
に
宛
書
は
直
領
期
は
た
^

「

名
主
惣 

W
姓
中」

と
あ
り
、
闰
は
多
王
忠
右M

組
頭
想
百
姓
中
と
名
主
の
名
前
が
明 

記
さ
れ
る
樣
に
な
つ
た
。
本
村
と
中
河
原
村
の
令
王
は
幕
末
に
至
る
迄
同
ー
人

. 

で
あ
る
。
組
頭
は
此
の
年
だ
け
で
以
後
は
略
さ
れ
て
ゐ
る
。
第
四
に
賦
課
額
の 

決
定
の
仕
方
に
つ
い
て見
よ
う
。

㈠
は
高
辻
か
ら
川
缺
當
荒
を
引
い
た
殘
高
に

ン
觅
を
が
げ
ス㈡
は
高
辻
を
敗
高
と
畑
屋
敷
の
夫
灰
に
免
を
掛
け
て
取
石
が
決
定 

さ
れ
、
更
に
“
で
は
新
田
新
畑
に
對
し
て
反
當
ヴ
の
取
を
か
け
て
取
石
が
®

 

さ
れ
、
合
せ
た
も
の
が
ぞ
以
年
の
地
代
提
示
額
と
な
る
。
反
當
り
の
取
と
は
い 

は
ゆ
る
石
盛
で
ば
な
く
、
領
主
の
取
分
を
麗
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
之
に
對 

し
て
、，1
:は
田
方
畑
方
が
夫
々
上
中
下
の
地
位
毎
に
そ
の
年
の
檢
見
の
結
果
と 

し
て
決
定
さ
れ
た
有
韦
の
位
を
き
め
夫
々
に
冗
當
り
の
取
を
示
し
て
ゐ
る
の
み 

で
、
，
高
5±
も
示
さ
れ
な
け
れ
ば
免
も
示
さ
れ
ず
、㈠
の
新
田
新
畑
の
賦
課
額
決 

定
の
た
め
に
用
ひ
ら
れ
た
毛
取
の
形
式
が
と
ら
れ
て
ゐ
る
。
此
の
.樣
な
形
式
の 

差
異
は
、
B

㈡
が
德
川
氏
直
領
期
の
賦
課
決
定
方
式
で
あ̂
㈢

が
天
野
氏
の 

支
配
が
實
際
に
始
ま
つ
た
事
に
よ
る
。
：
卽
ち
㈠

㈡
は
所
謂
觅
定(

狀)

で
あ
り 

闫
奵
割
付
狀
で
あ
る
。
以
上
は
形
式
上
の
比
較
で
あ
る
が
、
第
四
の
點
は
賦
課 

額
の
問
題
で
あ
る
た
め
、
：附
表㈡(

折
込
別
表)

：を
參
照
し
乍
ら
直
領
煳
か
ら 

地
瑚
領
へ
の
變
化
を
詳
し
く
見
る
事
と
す
る
。
附
表

3
1

に
は
元
和
九
年
よ
り
貞 

享
一
兀
年
迄
の
六
一
年
間
の_

#
趴
に
よ
る
g
ft
s
TK
額
を
示
し
、
變
化
を
石
高 

で
を
へ
る
樣
に
し
た
。
寬
永
十
二
年
以
後
の
割
付
狀
は
大
體
史
料
^
に
同
じ
記 

載
形
式
を
と
.つ
.て
を
り
、

.

附
表
：

E

に
見
ら
れ
る
如
き
石
高
で
は
示
さ
れ
て
ゐ
な 

い
の
で
、
田
畑
夫
々
の
上
中
下
の
地
積
と
反
取
率
を
か
け
て
年
貢
賦
課
提
示
額 

た
る
石
高
に
®

し
、
田
方
畑
方
及
び
兩
者
の
合
計
を
本
村
中
河
原
村

(

下
河 

原
村)

毎
に
示
し
、
最
後
に
兩
村
の
合
計
を
示
し
た
ぐ
.空
白
欄
は
割
付
狀
を
缺 

い
て
ゐ
る
年
で
あ
る
が
、
萬
治1
,
1年
以
降
は
割
付
帳
に
よ
つ
て
補
充
し
た
部
分 

も

あ

る

。
.
；̂

の

基

礎

と

な

つ■た
諸
要
素
.に
つ
い
て
は
附
表
肖
に
一
部
の
年
の 

分
を
示
し
た
，

(

後
述)

。

;
.
.

.
‘さ
て
附
表
を
見
る
に
小
康
次
大
夫
代
官
の
三
年
間
は
高
辻
一
一
百
拾
四
石
餘
で

. 

引
高
三
拾
六
石
餘
、
殘
高
は
同
じ
で
免
の
み
が
變
化
、
更
に
新
田
新
畑
も
同
面

.
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.樹
で
あ
る
が
反
當
り
取
が
變
化
し
、
■そ
の
結
果
と
し
て
の
合
計
の
提
示
額

=

石 

高
に
相
當
大
き
な
差
が
生
じ
て
ゐ
る
。
中
根
吉
兵
衞
代
官
の

.一
ー
年
間
は
高
比
+ー
一 

.西
三
拾
五
石
餘
と
增
え
た
が
、
引
高
は
兩
年
で
異
な
り
、
殘
高
で
は
寬
永
六
年 

七
年
を
較
べ
る
と
七
年
は
小
衆
次
大
夫
代
官
の
時
に
近
く
な
っ
て
ゐ
る
。
六
年 

七
年
の
特
徴
は
新
開
分
の
所
に
あ
る
。
新
開
分
が
最
近
ニ
年
間

.(

寬
永
四
、

7E 

年)

の
卯
辰
開
を
別
記
し
て
を
り
、
そ
の
取
は
、
一
兀
和
九
年
以
前
に
開
か
れ
た 

分
に
較
べ
て
低
く
な
っ
て
ゐ
る
。
合
計
で
は
、
小
泉
次
大
夫
代
官
の
三
年
分
の 

平
均
位
の
數
値
を
示
し
て
ゐ
る
。
寬
永
十
年
の
數
字
は
、
地
頭
夭
野
氏
が
十
一 

.年
に
出
し
た
皆
濟
狀
に
よ
っ
た
。
直
領
期
の
形
式
と
異
な
る
の
は
引
高
と
新
開 

分
が
な
く
、.
田
方
规
方
の
み
に
單
純
化
さ
れ
た
事
に
あ
る
。
此
は
天
野
氏
に
知 

行
と
し
て
與
へ
る
爲
に
勘
定
奉
行
に
よ
っ
て
引
高
、
新
開
分
等
を
加
除
し
て
、 

本
田
畑
の
み
の
す
っ
き
り
し
た
石
高
を
出
し
た
爲
で
あ
っ
て
、
此
の
高

it
一
一
百 

八
石
六
斗
が
天
野
氏
知
行
の
表
高
と
な
り
、
幕
末
に
至
る
迄
、
連
光
寺
村
の
公 

的
生
產
カ
表
示
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
寛
永
十
一
年
は
前
塗
の
樣
に
勘
定
奉
行 

の
手
代
か
ら
提
示
が
行
は
れ
る
が
、
本
村
、
中
河
原
村
の
二
本
立
て
と
な
っ
て 

ゐ
る
。
早
く
も
此
の
年
の
高
迁
は
二
百
拾
戴
石
餘
と
增
し
て
ゐ
る
が
、
そ
の
反 

面
引
高
が
あ
っ
て
、i

す
れ
ば
表
高
に
殆
ん
ど
同
じ
と
な
る
。
新
開
分
は
見
.
 

え
な
い
。
地
頭
に'な
っ
て
か
ら
は
新
開
分
を
記
載
す
る
の
は
、
明
曆
三
年
と
萬 

治
元
年
の
ニ
年
に
過
ぎ
ず
、
他
の
年
は
下
田
下
畑
に
繰
入
れ
て
計
篤
し
た
機
で 

あ
る
。

免
は
元
和
九
年
よ
り
寬
永
十

一

年
迄
一
定
し
て
居
ら
ず
最
高
五
割一
一
分最
低 

四
割
■一
 

分
と
一
.割
も
開
き
が
あ
り
、
提
示
額
の
最
高
は
百
拾
四
石
餘
、
最
低
は 

.八
拾
八
石
餘
と
廿
五
石
餘
の
差
が
見
ら
れ
る
。
直
領
期
に
於
い
て
は
高
比
は
代 

官
每
に
定
め
ら
れ
、

っ
い
で
年
々
の
檢
見
に
よ
っ
て
補
正
さ
れ
、
免
も
固
定
さ

四

〇

(

一
 

ニ 

0)

れ
て
居
ら
ず
そ
の
年
の
^
^
に
應
じて
年

々
に
變
更
さ
れ
て
ゐ.る
：
。
' つ
ま
り
年 

貢
賦
課
の
提
示
は
耕
地
の
現
實
的
生
產
力
を
具
體
的
に
示
す
の
で
は
な
く
、
石 

高
と
い
.ふ
抽
象
的
な
生
產
カ
觀
念
に
高
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。

地
頭
は
知
行
が
現
實
的
と
な
っ
た
寛
永
士
一
年
以
後
は
史
料
^
に
示
し
た
如 

き
形
式
で
割
付
狀
を
出
す
點
を
附
表㈡
か
ら
讃
み
と
れ
る
。
寬
永
十
一
年
の
提 

示
額
九
拾
七
石
餘
に
較
べ
、
十
四
年
は
殆
ん
ど
倍
に
近
い
百
七
拾
四
石
餘
と
な 

つ
て
ゐ
る
。
直
領
期
の
最
高
百
拾
四
石
に
較
べ
て
も
六
拾
石
餘
と
三
割
近
い
增 

徵
で
あ
る
。
此
の
場
合
、
免
は
有
毛
に
翳
し
て
一
定
の
石
盛
を
か
け
て
計
眞
さ 

れ
た
石
高
に
勤
し
て
領
主
得
分
と
百
姓
得
分
の
比
率
で
あ
る
か
ら
、
直
領
期
に 

は
百
姓
得
分
が
計
算
し
得
る
の.で
あ
る
が
、
反
當
り
取
は
ひ
と
へ
に
地
頭
得
分 

の
.み
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
百
姓
得
分
が
ど
れ
だ
け
あ
る
の
か
は
不
明
と
な
る
。 

此
の
形
式
は
直
領
期
に
は
新
開
分
に
の
み
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
天 

野
氏
は
全
耕
地.に
迄
及
ぽ
し
た.，の
で
あ
る
。
い
は
'ば
耕
地
の
現
實
的
生
產
カ
か 

ら
の
取
分
を
具
體
的
に
示
す
形
式
で
は
あ
る
が
、
結
局
は
年
貢
額
を
石
高
で
提 

示
す
る
事
で
あ
っ
て
、
割
付
帳
が
冒
頭
に
®
高
を
計
算
し
て
出
し
て

そ
の
年
の 

村
全
體
に
對
す
る
地
頭
の
取
分
を
示
し
、
.
っ
い
で
百
姓
別
に
賦
課
す
る
形
を
と 

っ
て
ゐ
る
事
か
ら
も
明
ら
か.で
.あ
る
。
さ
ぅ
し
た
事
よ
り
も
此
の取
り
方
に
よ 

っ
て
地
頭
の
得
分
が
非
常
に
多
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
明
曆
三
年
迄 

の
地
頭
の
年
貢
提
示
額
が
非
常
に
高
い
事
は
附
表
㈡

の
各
項
目
の
數
字
に
よ
っ 

て
明
ら
か
で
あ
る
。
 

.

.

以
上
直
領
期
と
地
頭
知
行
所
と
な
っ
て
か
ら
の
年
貢
提
示
が
形
式
に

^

い

て
.
 

も
額
に
於
い
て
も
變
化
し
た
事
を
見
た
。
次
に
項
を
變
へ
て
萬
治
以
降
の
問
題 

を
考
察
し
た
い。

.

.

.

2

萬
治—
貞
享
期
：

莴
治
丨
貞
享
期
の
分

&

に
入
る
前
に
、
ー
兀
和

—

明
曆
期
、
萬
治—

貞
享
期
と
.
 

分
け
て
考
察
す
る
理
凼
を
少
し
く
述
べ
て
見
よ
ぅ
。
直
領
期
と
地
頭
知
行
期
に 

分
け
な
い
で
、
地
頭
知
行
期
に
入
っ
て
か
ら
の
腐
治
を
劃
期
と
し
た
の
は
、
速 

光
寺
村
の
近
世
的
變
貌
を
領
主
侧
が
認
め
た
年
で
あ
る
事
に
よ
る
。

村
に
年
貢
額
を
提
示
し
た
領
主
は
割
付
狀
に

「

^

^
殳
㈣

百
姓
立
合
無
甲
乙 

機
致
勘
定
皆
濟
可
仕
漭
也

」

と
し
て
、
行
政
村
落
の
構
成
員
た
ち
へ
の
賦
課
に 

っ
い
て
は
議
關
與
し
な
い
でm
生
的
な
配
分
に
任
せ
て
ゐ
る
。
檢
地
帳
記
載 

の
人
間
が
そ
の
ま
ま
年
貢
負
擔
渚
で
は
な
い
事
は
前
稿
に
も
述
べ
、
又
第
一
一
一
節 

に
も
見
た
所
で
あ.り

.'
*

迎
光
寺
村
の
場
合
、
右
の
割
付
文
言
に
見
ち
れ
る
惣
西 

姓
と
は
近
世
初
期
で
は
慶
長
土
ハ
年
の
名
寄
帳
に
現
わ
れ
た
十
四
家
を
指
す
も 

の
と
考
へ
ら
れ
る
。
近
世
初
期
に
あ
っ
て
は
中
世
末
の

r

惣」

的
結
合
の
政
治 

的
支
配
關
係
が
拂
拭
さ
れ
、
百
姓
身
分
に
平
均
化
さ
れ
た
と
し
て
も
經
濟
的
不 

均
等
は
そ
の
儘
殘
り
、.慶
長
十
六
年
の
十
四
家
の
內
、
分
附
主
五
名
は
十
石
以 

上
、
分
附
主
に
非
ざ
る
も
の
は
十
石
以
上
一
名
、
十
石
以
‘下
ニ
石
以
上
が
八
名 

と
な
っ
て
ゐ
る
。
分
附
主
は
寬
永
十
七
年
の
名
寄
帳
を
分
析
し
た
際
に
明
ら
か 

に
し
た
如
く
、
族
緣
協
同
態
を
な
し
て
を
り
、
こ
の
中
に
含
.ま
れ
て
ゐ
る
も
の 

の
耕
_

は
た
と
へ
檢
地
帳
、
な
い
し
新
田
新
畑
改
帳
に
登
錄
さ
れ
4
程
の
保 

.
有
權
が
あ
っ
て
も
、
ゲ
ヴ
ュ
|
レ
的
に
重
鹽
し
て
ゐ
る
土
地
占
有
觸
の
下
で
は 

村
落
共
同
體
の
正
規
の
成
員
で
は
な
い
。
從
っ
て
年
貢
を
公
的
に
負
擔
す
る
迄 

に
は
至
っ
て
ゐ
な
い
。
右
の
機
な
經
濟
的
不
均
等
の
.家
で
構
成
さ
れ
、
更
に
家 

が
族
緣
協
同
態
の
機
な
內
部
に
平|
|立
の
人
間
を
擁
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
ー
*
三 

重
に
不
平
等
的
性
格
を
持
っ
初
期
の
村
落
共
同
體
が
近
世
的
な
性
格
を
有
す
る 

に
至
る
の
は
農
民
の
土
地
古
有
に
於
け
る
ゲ
ヴ
ュ
ー
レ
的
把
握
の
强
い
本
田
畑 

•

よ
り
も
新
開
田
畑
の.如
き
保
有
權
の
ョ
リ
强
い
も
.の
を
經
濟
的
基
礎
に
集
積
し

•
 

' 

. 

. 

. 

.

ノ

.

.近
世
村
落
形
成
期
に
於
け
る.年
貢
に
つ
'い

て
㈠

’

つ
つ
、
族
緣
協
同
態
か
ら
の
分
離
を
な
し
.と
げ
て
略
均
等
な
經
終®

を
も
つ
ft 

な
百
姓
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
機
に
な
っ
た
時
で
あ
る
。
元
和

—

明
曆
期
は 

右
の
機
な
推
移
を
迪
っ
た
時
期
で
あ
る
。
旣
_

地
於
對
す
る
新
_
分
の
增
加
率 

と
、

一
筆
當
り
の
地
積、' 

一
人
胄
り
の
地
賴
の
大
き
さ
に
於
い
て
砠
肖
黙
に
逹 

し
た
の
，は
明
曆
期
で
あ
っ̂

胄
71

<
士

華

か

ら

_

«

ー
ー
年
に
か
け
て
の
年
貢 

提
示
額
が
高
い
の
も
、
村
に
於
け
る
生
產
力
の
發
展
に
支
へ
ら
れ
て
ゐ
た
と
云 

へ
よ
ぅ
。
又
第
三
節
に.中
河
原
村
の
名
寄
帳
が
作
製
さ
れ
て
ゐ
.る
事
を
述
べ
た 

が
、
.
本
村
よ
り
も
生
產
力
の
高
い
中
河
原
村
を
準
行
政
村
落
と
し
て
把
へ
た
領 

主
に
と
つ
て
、
年
貢
を
負
擔
す
る
も
の
を
明
確
な
ら
し
め
よ
ぅ
と
し
た
事
の
現 

は
れ
で
あ
る
が
、
そ
の
構
成
は
萬
治
一
一
年
に
現
は
れ
る
樣
な
遞
成
へ
の
過
渡
的 

段
階
を
示
し
て
ゐ
る
。

萬
治
ニ
年
は
名
寄
帳
、
檢
見
帳
、
割
付
帳
、
納
庭
帳
な
ど
の
年
貢
關
係
の
へ

■ 

溥
が
整
備
さ
れ
て
、
行
政
的
機
能
を
近
世
的
な
も
の
に
迄
高
め
た
年
で
あ
る
が
、 

村
の
事
情
か
ら
の
み
で
，は
藤
治
一
.二
年
の
.説
明
は
不
充
分
で
あ
る
。
ま
づ
地
頭
に 

っ
い
て
一K

へ
ば
、
寬
永
十
年
に
此
の
村
を
封
興
さ
れ
た
重
房
が
萬
治
元
年
七
月 

十
六
日
に
歿
し
、
同
年
閏
十
二
月
十
八
日
に
子
の
重
時
が
锻
封
し
、
そ
の
際
弟 

に
三
百
石
を
分
知
し
た
，が
、
天
和
一
一
年
に
至
る
と
五
百
石
を
加
增
せ
ら
れ
る
。

っ
ま
り
萬
治
ー
兀
年
か
ら
天
和
ニ
年
迄
重
時
は
表
高
六
百
拾
石
の
知
行
取
で
あ
っ 

た
の
で
あ
^

次
に
名
主
が
明
曆
三
年
迄
は
忠
右i

で
あ
っ
た
の
^
!
居
し 

て
萬
治
元
年
よ
り
子
の
市
郞
左
衞
門
に
變
つ
て
ゐ
る
事
を
指
摘
で
き
る
.。

つ
ま 

り
村
落
內
部
め
近
世
的
進
化
が
、
地
頭
と
名
主
の
交
替
を
契
機
と
し
て
行
政
村

落
的
把
握
に
反
映
し
た
と
鬼
る
事
が出
来
よ
ぅ
。
萬
治
の
名
寄
帳
が
、
寬

永

十'

七
年
の
名
寄
帳
が
さ
ぅ
で
あ.つ
.た
樣
に
地
頭
に
差
出
各
れ
て
ゐ
る
事
は
名
寄
帳 

が
公
的
な
年
貢
負
擔
者
を
示
す
と
同
時
に
生
活
村
落
の
秩
序
を
雜
持
す
る
主
體

.

:

四
_,
' 

(
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漭
を
汞
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

 

. 

'

'
■'
■:さ
で
、.

い
て
見
れ
ば
萬
治
一
ー

.年

か

ら.天

和

元

年

迄

は

軍

张

十

：一

j 

.年
よ
り
明
勝
三
年
每
に
較
べ
，て
ぐ
年
貢
提
示
額
が
低
い
事
が
判
る
。
之
は
丁
度 

.天

野

重

時

が

六

，百

拾

石

を

知

行

し

て

.ゐ
た
時
期
に
當
り
、
天
和

一

一
年
に
.五
百
石 

を
加
墻
さ
れ
て
か
ら
は
か
へ
っ
て
高

v

な
っ
て
ゐ
る
。
此
の
■場
合
地
頭
の
内
部 

事
情
の
解
明
が
必
要
で
あ
る
が、
.今

は

不

明

な

，の
.で
：右
の
數
字
の
高
低
の
說
明 

は
：保
留
し
て
お
か
ぅ
。：

'

地
頭
領
と
な
っ
て
以
後
の
數
字
の.動
き
を
見
よ
ぅ
。
本
村
の
田
方
で
は
寬
永 

十
四
年
が
高
く
、
十
六
年.は
ニ
拾
石
餘
り
も
低
く
な
る
。
十
七
年
に
は
高
く
な 

る
が
以
後
の
ニ
年
間
は
低
く
な
っ
て
十
九
年
は
最
低
の
數
字
を
示
し
て
ゐ
る

。
.
 

正
保
年
間
も
亦
低
下
の
傾
向
を
示
す
が
、
■慶
安
二
年
に
は
八
拾
薆
石
餘
ど
な
り 

以

- #
明
曆
三
年
迄
七
年
間
は
八
拾
石
竅
を
維
持
し
て
最
高
水
準
を
示
し
て
ゐ

.
 

、
る
。
，靡
治
元
年
は
六
拾

】

一
石
近
く
と
低
く
な
る
が
、
一
一
年
よ
り
寬
文
三
年
迄
の 

五
年
間
は
七
拾
石
竅
に
あ
る
。.四
年
か
ら
延
喪
三
年
迄
十
一
年
間
は
寬
文
六
年
：
 

の
五
拾
七
石
を
底
と
す
る
六
拾
石
臺
の
§

を
と
る
。
延
寶
四
丨
七
年
の
三
年.
 

間
は
再
ぴ
七
拾
汩
靈
と
な
る
が
、
八
年
は
一
一
拾
石
餘
も
落
ち

V

五
拾
六
石
餘
と 

な
り
、
«

孕
元
年
迄
は
漸
次
上
！
^

を
描
く
。
寬

永

.
正
保
期
の
短
期
變
動
ば 

極
め
て
間
隔
が
短
い
が
長
期
變
動
か
ら
見
て
も
最
高
水
準
の
慶
安

-

1

.
明 

.暦
を
過
ぎ
る
.と
短
期
變
動
の
間
隔
が
五
年
位
に
延
び
る
が
、
全
體
は
中
だ
る
み 

式
に
な
つ
て
ゐ
て
、
し
か
も
慶
安..承

應

•
明
曆
の
高
水
準
に
は
復
さ
な
い
の 

で
あ
る
。
畑
方
は
寬
永
年
間
が
最
高
水
準
を
示
し
て
六
拾
®

七
拾
石
！

i

で
あ
る 

が
、
營
ニ
年
の
ニ
洽
九
石
を
最
低
と
す
る
下
降
を
え
が
い
.て
ゐ
る
。
之
は
寬 

永
年
間
迄
の
新
畑
の
增
加
が
田
方
へ
地
目
變
換
さ
れ
て
行
っ
た
た
■め
か
と
考
へ 

ち
れ
る
。.次
い
で
寬
文
ニ
年
の
三
九
右
餘
を
顶
照
と
し
、
寬
文
八
年
一

S

石
餘

へ
：ぽ

を
最
低
と
^

石

農

が

辑

は

れ

、''
更
に
.天
和
5£
|
年

の

ニ

九

石

餘

を

最

低

と

す

る 

w

が
延
資
年
間
に
見
ら
れ
る
。

こ
こ
で
も
變
動
め
期
間
が
漸
次
長
期
化
す
る
傾 

时
が
見
ら
れ
る
が
、
寬
永
十
二
年
と
貞
享

1
R

年
を
っ
な
ぐ
線
は
寬
文
八
年
を
最 

低
ど
す
る
电
だ
石
み
式
の1
^

:

で̂
あ
る
。
:

中
河
原
？
-
河
原)

村
の
兩
方
は
多
少
の
短
期
變
動
は
あ
る
が
、
結
果
か
ら 

見
れ
ば
上
霖
を
示
し
て
ゐ
る
。
.畑
方
は
長
期
で
は
寬
文
八
年
か
ら
延
喪
ニ
年 

迄
が
十
石
臺
を
割
っ
て
中
だ
る
み.を
.示
し
て
.ゐ
る
事
が
目
に
っ
く
。
地
積
が
小.
 

さ
い
だ
け
に
む
し
ろ
短
期
の
變
動
が
は
げ
し
い
と
.云

へ

ょ

ぅ

。

か
ぅ
し
た
動
き
は
、
村
：の
生
產
力
の
變
動
を
檢
見
取
の
た
め
忠
實
に
反
映
し 

て
ゐ
る
た
め
で.あ
る
が
、
試
み
に
總
計
に
於
い
て
、
最
高
の
正
保
ニ
年
、
中
位 

の
萬
治
ニ
年
、
最
低
の
寬
支
八
年
の
小
村
每
の
地
位
別
地
積
と
反
當
り
取
と
取 

汩
を
附
表
！
：

(

三
九
.5

に
示
し
て
、
生
產
力
の
實
態
を
窺
ふ
事
と
し
た
。

.

本
村
の
田
方
で
は
、'上
毛
の
地
積
は
正
保
一
一
年

一

‘町
六
反
九
畝
、
舊

三

年
 

七
町
八
反
、
寬
文
八
年
八
町
三
反
ニ
畝
と
激
增
す
る
が
、
反

C

思
り
取
は
六
斗
三.
 

升
、
五
斗
/\
'

升
五
合
、
五
斗
三
升
と
む
し
ろ
下
が
っ
て
ゐ
る
。
そ
の
た
め
取
石 

.は
正
保
四
年
に
較
べ
れ
ば
萬
治
三
年
、
寬
文
八
年
共
に
激
增
す
る
が
、
萬
治
三 

年
と
寬
文
八
年
で
は
地
積
で
は
五
ぼ
も
％
加
し
，て
ゐ
る
寬
文
八
年
の
方
が
い
く 

ら
か
低
く
な
づ
て
ゐ
る
。
中
毛
は
正
保
四
年
と
.萬
治
三
年
で
は
殆
ん
ど
變
化
が 

な
い
が
、
寬
文
八
年
で
は
地
積%■
取
も
低
く
な
り
、
從
っ
て
取
石
も
正
保
ニ
年 

に
較
べ
る
と
五
石
も
少
く
な
っ
て
ゐ
る
。
下
毛
は
地
積
、
取
、
取
石
共
に
激
減 

し
て
ゐ
る
。
田
方
の
全
地
積
は
正
保
一

一

年
一
一1

町
六
反
一
畝
拾
三
步
、
萬
治
三 

年
ニ
ー
一
町
ー
步
、
寬
文
八
年
一
一
町
九
反
三
畝
七
步
と
い
ふ
變
化
を
示
し
て
ゐ 

る
。
：有
宅
の
位
付
け
と
地
位
に
ょ
る
地
積
及
び
取
が
年
々
の
狀
況
に
應
じ
て
變 

化
し
て
ゐ
る
事
が
判
る
。
畑
方
は
上
畑
中
畑
は
餘
り
變
化
が
な
い
が
、
下
畑
が

增
加
し
て
ゐ
る
の
は
、
年
々
の
新
開
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

中

河

原(

下
河
原)

村
の
田
方
の
巾
、
上
毛
の
地
積
增
加
は
遨
し
く
九
倍
に 

も
な
っ
て
ゐ
る
。
取
石
は
地
積
の
激
增
を
反
映
し
て
多
い
が
、
取
は
商
治
三
年
，
 

よ
り
寬
文
八
年
の
方
が
低
下
し
て
ゐ
る
。
中
毛
の
地
積
は
萬
治
三
年
が
一
蒂
少 

く

、
!;
•
文

八

年

が

一

番

多

い

が

三

反

許

り

の

違

ひ

で

あ

っ

て

取

石

に

は

殆

ん

ど 

影
響
し
な
い
。
下
毛
は
五
分
の
一
許
り
に
減
り
、
取
石
も
七
分
の
一
許
り
に
な 

る
。
畑
方
.で
は
地
樹
の
變
化
は
鋒
り
な
く
、
取
の
大
幅
な
低
下
が
非
常
に
目
立

っ
。附

表
闫
に
於
い
て
も
っ
と
も
顯
著
な
の
は
取
の
低
下
で
あ
り
、
次
に
田
方
に

.
 

於
け
る
上
毛
と
下
毛
の
地
積
が
兩
小
村
共
に
反
對
と
な
る

(

上
毛
亦
多
く
な
り 

下
毛
が
少
く
な
る

)

現

象

が

見

ら

れ

る

に

も

不

拘

、

取

の

^

下

の

た
め
、
取
石 

が
減
少
し
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
.想
地
積
は
そ
れ
程
變
化
し
な
い
が
、 

反
常
り
取
が
低
下
し
て
ゐ
る
事
が
知
ら
れ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、
村
の
生
產
力
を
確
實
に
把
握
し
や
ぅ
と
し
て
採
用
し
た 

檢
見
联
に
よ
石
年
貢
賦
課
額
が
、
村
の
生
產
力
を
忠
實
に
反
映
し
て
ゐ
る
と
す 

れ
ば
、
此
の
村
の
生
產
力
は
寬̂
-
正
保
期
が
f

高
く
、
寬
文
期
は
最
も
低 

.い
時
期
で
あ
る
事
に
な
る
と
一

K

へ
や
ぅ
。
併
し
、
地
頭
の
取
分
が
百
姓
の
取
分 

に

對

し

て

ど

れ

だ

け

の

割

合

に

あ

る

か

、
，•即

ち

寬

永

以

降

の

免

が

判

ら

な

け

れ 

ば
斷
定
出
来
な
い
問
題
で
あ
る
。

0 

(

1)

野
^
:
翁

太

郞

先

生

「

德
川
封
建
社
會
の
硏
究」

第
三
編
第
三
章。

.

(

2)

小
葉
田
淳
氏「

日
本
貨
幣
流
通
史」

第
二
章
.0
, 

'

'
: (

3)

マ
ル
ク
ス
.

「

资
本
論
^

笫
ー
卷
第
ー
編
第
ニ
章
ノ
特
に
致
九
頁
ハ
高 

畠
譁)

、
貨
幣
的
機
能’を
果
す
も
の
が
金
銀
に
限
ら
な
い
事
、
金
銀
が
一

近
世
^

落
形
成
期
に
於
け>0

年
貢
に
.っ
“

て

H

般
的
等
價
形
態
と
し
て
現
は
れ
る
以
前
に
、
等
價
形
態
と
な
り
得
る

も 

の
は
、
そ
の
社
會
に
於
い
て
最
重
要
の•物
品
で
あ
る
.事
が
述
ベ
ら
れ
て 

ゐ
る
。

(

4)

寶
月
圭
吾
氏
.

「

京
桝
の
硏
究J

社
會
經
濟
史
學
十
二
 

ノ一

。

(

5)

富
澤
家
文
書
中
、
殘
存
す
る
檢
見
帳
の
初
見
は
寬
永
十
二
年
の
そ
れ 

で
あ
り
、
殊
に
萬
治

1

•一
年
以
後
は
年
々
の
分
が
あ
る
。
本
稿
で
は
坐
產 

力
把
握
の
具
體
的
過
程
に
於
け
る
最
初
の
手
績
き
た
る
檢
見
帳
の
分
析

.
は
略
す
が
、
檢
見
帳
は
主
に
田
方
の.み
の
地
積
と
毛
付
を
き
め
て
ゐ
る
。 

(

6
>
拙
槁「

新
開
と
入
會」

三
》
學
會
雜
誌
四
八
ノ
ニ
、
六
〇
頁。■

(

7)

割
#-
狀
は
定
免
制
に
な
る
元
祿
十
ニ
年
迄
は
、
本

村

(

馬
引
澤
村
を 

.含
む)

と
下
河
原
村
の
夫
々
に
出
さ
れ
て
ゐ
る
。
之
に
對
應
し
て
割
付

帳
.も
ニ
册
づ
、
あ
る
が
、
納
庭
帳
は
全
村
一
册
、
納
因
錄

も

全
村
一
通 

と
.な
っ
.て
ゐ
る「

の
は
、
‘下
河
原
㈣
が
行
政
村
落
と
し
て.は
完
全
に
獨
，立 

し
た
一
村
と
な
っ
て
ゐ
な
い
爲
で
あ
る
。

(

8)

第
二
節
代
官
の
名
前
を
見
ら
れ
た
い
。

(

9)

同
時
期
の
德
川
氏
直
領
地
に
於
け
る
免
定
の
例
を
左
に
示
す
。
之
は 

美
濃
國
本
巢
都
神
海
村
の
元
和
五
年
の
免
定
の
可
成
早
い
寫
し

で
あ 

る
？ 

’
 

. 

.

.

,

本
巢
郡
神
海
村
未
之
年
免
定
之
事.

,

:.

.

I

高
百
拾
八
石
贰
合
 

'
.
.
:
田
畑
屋
敷
き
ん;1
[
成
共
ニ 

,

此
取
，八
拾
七
右
三
斗
貳
升
壹
合
但
高
-一
付
七
ッ
四
ト
取

■

右
之
分
.ニ
未
之
年
御
定
リ
惣
請
-一
相
定
阼
間
地
下
之
庄
屋
年
寄
小
百
姓 

出
作
共
ニ
壹
人モ
不
殘
立
會
田
畠
た
上
下
ュ
忖
高
分
無
之
捸
二
致
免
割 

來
ル
十
一
月
廿
日
以
前
二
皆
濟
可

有
；！

若
右
之
日
限
相
延
.ゆ
ハ
 
'、
可
爲

四

(

一
 

ニ
三〕

I

III
!
(

I
I
I

I
s

I
袖

pi



I

1

1
!
I

!1I
?l

i
I
1

I

I

I

!l

I

■
パ

；き

：田

學

會

雜

識

益

第

f

 ,

f
如

•

越
度
外
役
米
ハ
別
-,
:
割
可
被
申
昨
若
從
公
儀
當
取
不
足
：之
由
被
仰
外
ハ 

、
何
時
モ
：其

方

江

可

申

外

爲

後

日

仍

如

件
'

:

:

.

.

元
和
五
苹
未
十
月
十
日 

.

石
原
淸
左
衞S

Z

判

.

山
田
長
右
衞
門
判 

岡

田

將

監

判

神

海

村

御

.庄

屋

年

寄

中 

御
小
西
姓
中
.

免
が
高
い.
の
は
右
の
高
が
太
閣
檢
地
に
ょ
る
高
で
あ
っ
て
、
慶
長
十 

六
年
の
所
謂
右
見
檢
地
は
三
！

2
四
十
石
餘.
を
示
し
て
居
り
、
引
高
を
除 

い
て
も
む
し
ろ
低
い
位
と
な
る
。
此
免
定
で
興
味
が
引
か
れ
る
の
は「

您 

請」
「

地

下

之

庄

屋

年

寄

小

西

姓

出

作
j

 
r

役

米

ハ

別-
一
割」

等

の

文

.言 

で
あ
る
が
、
別
の
機
會
に
神
海
村
に
關
す
る
考
察
を
發
表
す
る
赉
と
す

.

る
。

〈

10)

か
ぅ
し
た
表
に
は
是
非
共
指
數
を
示
す
ベ
き
で
あ
っ
た
が
時
間
の
餘 

裕
が
な
か
っ
た
事
を
記
し
て
お
く
。

(

11)

世
莨
晃
志
郞
、.
久
保
正
幡
兩
氏
譯
ゾ
ー
ム「

フ

ラ

ン

ク

法

と

卩
1

マ 

法」

譯
註
22
、
29
、
75
。.
川
島
武
宜
氏「

所
有
權
法
の
理
論」

、

一
〇 

八
丨
ー
一
〇
頁
。

V

(

12)

.

前
稿
で
は
寬
永
末
と
し
た
が
、
朋
曆
ニ
年
の
新
田
新
畑
帳
を
新
ら
し 

.

く
得
た
結
粜
、
明
曆
が
寬
永
と
海
治
の
中
間
の
數
字
を
示
し
て
ゐ
る
の

.:
で
、.
か
く
訂
正
す
る
。
拙
稿
三
田
學
會
雜
誌
四
八
ノ
ニ
、
八
一
頁
。

(

13)

此
の
村
の
寬
政
八
牢
に
於
け
る
年
貢
關
係
諸
帳
は
ニ
〇
册
祀
も
上
.る 

が
、
菡
本
的
な
も
の
は
檢
見
帳
以
下
の
三
種
で
あ
り
、

こ
れ
ら
が
分
離

.

し
て
ニ
〇
册
餘
り
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
：

、
.マ
.

^

 

V 0
.

.̂
 

v
.

(

：
r
一
四)

:

14)

重.
時
の
襲
封.
は
割
仗
狀
の
差
出
宛
書
の
樣
式
變
化
.に
如
實
に
示
さ
れ 

.

.

.

.

.て
ゐ
る
。
重
房
に
あ
?
;

は
年
貢
額
は
高
か
づ
た
が
、
割
付
狀
の
署
名 

の
位
置
と
字
の
大
き
さ
が
宛
書
と
同
位
同
大
で
あ
っ
た
の
が
、
歿
年
の 

乾
治
元
年
は
差
出
が
な
K

萬
を
一
一
年
以
後
、
重
時
は
通
稱
の
み
を
記 

し
、
且
宛
書.
が
小
さ
く
低
く
書
か
れ
る
樣
に.
な
っ
た
。
年
貢
額
は
低
く 

な
っ
た
が
、
文
書
の
樣
式
に
於
い
て
.は
反
っ
て
權
威
を
示
す
樣
に
な
っ 

■
た
の
で
あ
る
。 

，

(

15)

此
の
名
主
交
替
に
か
ら
ん
で
村
內
に
紛
爭
が
起
き.
た
ら
し
い
が
、
史 

料
不
足
の
た
め
は
つ
き
り
さ
仓
る
鄯
が
出
來
な
い
。

.

五

年

.貢

の

收

納

.

.

.

地
頭
の
手
に
■»
際
に
ス
る
年
貢
は
石
高
と
い
ふ
抽
象
的
な
も
の
と
は
異
な
る 

事
は
一K

ふ
迄
も
な
い
。

本
節
は
年
貢
が
村
か
ら
地
頭
に
對
し
て
ど
の
機
な
形
態 

で
納
め
ら
れ
る
の■か
を
見
る
も
の
で
あ
る
。

直
顧
期
の
形
態
は
史
料
が
缺
除
し
て
ゐ
る
た
め
、
地
頭
知
行
地
と
な
つ
て
か 

ら
が
考
察
の
對
象
と
な
る
。

次
に
寬
永
十
一
年
、
十

一

一
年
の
皆
濟
狀
を
示
す
。

史

料

“

(

寬永十年

)

：

速光寺村画ノ年貢わり付
 

一
高
貳
W -
八
石
六
斗

內
田
高
百
三
拾
石
四
斗
三
升
贰
合
八
勺
五
ッ
取 

取
米
六
拾
五
石
貳
斗
壹
升
六
合
四
勺 

(

三
斗
五
升
俵)

‘

此
表
百
八
拾
六
俵
壹
斗
一
升
六
合
四
勺 

.

_

內
畑
高
七
拾
八
石
壹
斗
六
升
七
合
貳
勺

.

取
米
三
拾
四
石
九
斗
一
升
壹
合
六
勺

.

四
ッ
四
ト
六
リ
ツ
取 

內
金
拾
三
兩
壹
分
京
錢
廿
八
文
ハ
米
三
拾
三
石
一
斗 

_

四

升

贰

合

一

勺

代
：

•

- 

■
担
ー
兩
ニ
付
威
石
五
斗
か
へ 

右
目
錢
壹
兩 >1

付
京
錢
苗
廿
四
文
ッ
、

•
內
米
壹
石
壹
斗
五
合
ハ
大
ー

Ja
贰
H
M:
ヰ
^
升 

• 

.

但
米
一
升
ニ
付
ニ
升
か
へ 

內
米
四
斗
威
升
六
合
六
勺
ハ
糸
六
斗
四
升

但
米
一
升
ニ
付
一
升
五
合
か
へ 

.

內
米
九
升
八
合
ご
ま
九
升
ハ
但
米
ニ
升
か
へ 

內
米
九
升
三
合
三
勺
ハ
ぬ
か
廿
表
半

但
壹
表
ニ
付
四
合
五
勺
五
才
ッ
、
 

內
米
五
升
四
合
六
勺
ハ
.

わ
ら
五
駄

■

但

一

駄

-
一
付
一
升
八
勺
一
一
才
ッ

 ヽ

右
是
ハ
鸥
ノ
年
具
相
究
皆
濟
仍
如
件
，

■ 

天
野
孫
左
衞
門@(

花
押) 

寬
永
拾
壹
年

戌

ノ
±-
ー

月

廿

ー

日
 

名

主
■

,

百

姓

中.：

忠

料

㈤
亥
ノ.
年

物

成

勘

定

之

覺

連

光

寺

村

-

V 

近
世
村
落
形
成
期
に
於
け
る
年
赏
に
つ
い
て5

：

U

田
方
貳
百
俵
三
合
六
勺
ハ
 

納

ン
 

m
i
l
l

五
九
表
壹
斗
六
升
五
合
威
勺
ハ
納
中
河
原 

M

六
孩
贰
斗
壹
升
五
合
ハ
 

亥
ノ
種
借
シ
納 

此
利
•三

表

壹

斗

七

合

五

勺

.

M

畑
方
五
拾
五
石
贰
斗
八
合
四
勺
ハ
中
河
原
共
納 

.
但
金
壹
兩
二
付
貳
石
五
斗
代
之
積■

右
之
通
相
濟
皆
濟
出
者
也
仍
如
件
 

，

寬
永
拾
贰
年 

■

,:
天
野
孫
お
罾
”

⑩
へ
ぼ) 

亥

ノ

十

ニ

月

处

五

日

.

連
光
寺
村
忠
右
衞
門
と
の 

史
料
：

I

の
表
題
は「

わ
り
付」

と
な
っ
て
ゐ
る
が
、
後

尾

に

「

右
是
者
辟
ノ 

年
貢
相
究
皆
濟
仍
如
件

」

な
る
皆
濟
文
言
が
あ
る
如
く
寬
永
十
年
分
の
皆
濟
狀 

で
あ
る
。
田
方
の
取
米
六
拾
五
石
餘
を
三
斗
五
升
俵
に
し
て
百
八
拾
六
俵
餘
で 

納
め
、
畑
方
は
取
米.三
拾
四
石
餘
の
中
、
三
拾
三
石
餘
を
一
雨
ニ
付
ニ
石
五
斗 

と
し
て
金
拾
三
兩
壹
分
京
錢
让
八
文
に
て
納
め
、
目
錢
が
一
兩

一一付
京
錢
百
廿 

文
か
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
甶
方
の
米
納
に
も
ロ
米
が
附
せ
ら
れ
て
ゐ
る
窖
で
汍
る 

が
記
載
が
な
い
パ
次
に
一
石
七
斗
七
升
七
合
五
勺
の
分
と
し
て
、
大
一

A
、
袅
、 

0

tf
、
ぬー

か
、.
ね
ら
が
現
物
形
態
で
納
め
ら
れ
て
ゐ
る
ノ
史
料
㈤

は
㈣

に
較
べ 

る
と
記
載
が
簡
單
で
、
■
田
方
の
石
高
は
俵
に
換
算
し
て
示
し
、
.中
河
原
分
が
含 

ま
れ
て
ゐ
る
事
を
記
し
て
ゐ
る
。
次
に
種
借
シ
米
の
返
納
分
が
記
さ
れ
て
ゐ
る 

が
刺
息
は
五
割
と
な
っ
て
ゐ
る

〈

畑
方
は
石
高
が
記
し
て
あ
っ
て
、
次
に
金
納 

の
爲
の
換
算
率
は
記
し
て
あ
る
だ
け
に
す
ぎ
な
い
。
：
っ
ま
り
此
の
皆
濟
狀
ば
割 

付
狀
の
形
式
的
な
繰
返
し
：に
す
ぎ
な
い
と

1
K

へ
ょ
ぅ
。
所
で
寬
永
廿
一
年
の
割 

付
狀
は一

一
種
あ
っ
て
、

一
.通
は
普
通
の
形
式
で
あ
る
が
他
の

 

一
■
通

は

少

し

く

異 

な
る
黯
が
あ
る
の
で
次
に
承
し.て
み
た
。

四
：fi：
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1
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HI
田

學

會

雜

誌
第
四

十

九

镫
第
二
號

:

連

光

寺

村.
.

'

'

但
三
斗
五
升
入
か
ん
ロ
來
如
每
年 

但
此
ト
目
錢
如
毎
年

史
-
料

^

へ

.：

.
:
::
，

串

ノ

年

貢

取

付

之

次

第 

■
•
ニ

田

方

取

泶

百

五

拾

七

表

啬 

,

.,,1

灿
方
金
戴
拾
壹
爾
三
分
.

一
大
莧
双

(

|

た
^

1
糠

わ

ら̂

ラ
^

芋
之
內
一
一
而
毎
年
之
通
可
納
內 

.

.右
之
通
顆
月
卄
日
前
-!皆
濟
可
仕
者
也
仍
如
件

寬
永
廿
豐
年 

重

房

⑩

申
十
月
七
日
. 

' 

.

.
 

名
主
忠
右
衞
門 

.
惣

西

姓

此
の
皮
料
に
は
田
方
米
納
分
、
畑
方
金
納
分
、
.小

物

成
.0
瑰
物
納
分
と
い
ふ 

納
め
方
が
地
頭
か
ら
指
示
し
て
ゐ
る。' 
こ
の
形
式
の
も
の
は
廿
一
年
の
み
に
見 

:

ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
史
料㈤
と
對
比
乜
て
み
机
ば
史
料㈤
が
史
料
㈥

の
單
純 

な
繰
返
し
に
す
ぎ
な
い
事
が
ょ
く
判
る
。
か
く
し
て
皆
濟
狀
は
極
め
て
形
式
的 

'な
も
の
で
あ
る
事
は
明
ら
か
で
あ
り
具
體
的
な
收
納
形
態
を
示
し
.て
ゐ
る
と
は 

1
K

ひ
難
い
。
と
はiK

へ
地
頭
が
生
產
力
を
柚
象
化
し
た
石
高
表
示
ょ
り
は
、
具 

體
的
な
形
態
を
示
し
て
ゐ
る
と
运
へ
る.°所
が
此
の
村
の
場
合
、..皆
濟
狀
は
右 

に
揭
げ
た
一一

通
し
か
な
く
、
寬
永
十
四
年
以
降
は
、
割
付
狀
.や
裏
書
.に

r

表
書
之 

通
勘
定
相
濟
皆
濟
如
件

」

と
皆
濟
文
言
を
記
し
、
署
名
擦
印
し
て
濟
し
て
し
ま 

つ
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
寬
永
十
四
年
の
割
付
狀
に
は
寬
永
十
五
年
七
月
廿

一
日
付 

の
、
寬
永
十
六
年
十
七
年
十
八
年
の
割
付
狀
に
は
寬
永
十
九
年
四
月
嗯
日
付
の 

.皆
濟
文
言
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
郎
ち
史
料
㈣

㈤
は
年
貢
收
納
の
基
本
形
式
を
示 

し
た
に
す
ぎ
ず(

例
へ
ば
小
物
成
の
米
と
の
換
算
率

)

，、
皆
濟
文
言
を
裏
書
で
示 

す
様
に
な
っ
た
後
、
收
納
の
基
準
に
變
化
が
生
じ
た
時
、
史
料

㈥

に
見
ら
れ
る
.

.

.

西

六

2

一
一
六)

■

•^
:
:
:裱
£
1
1斗
范
升
入
で
.あ
石
事
を
明
示
し.た
01
、;'
小

物

成

に

麥

と

下

線 

;
:M
綿
;^
等
で
あ
っ
て
木
綿
で
：は
な
い

)

：：.が
加
は
つ
て
ゐ
る
事
を
明
ら
か
に
し 

て
-&
る
の
で
あ
る
0
'小
物
成
'<
0
種
類
は
以
來
變
化
し
て
ゐ
な-1
0
'

具
髖
的
.な
收
納
形
態
を
示
す
史
料
は
何
か
と

1
K

へ.ば
、
連
洗
寺
村
の
場
合
は 

領
主
か
ら
村
に
對
し
て
：出
さ
れ
る
年
貢
小
手
形
と
延
喪
丨
貞
享
期
に

「

指
紙 

.

寫」

、一

兀
祿
以
，後

は

「

年

貢

拂

勘

定

目

錄

J

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
百
姓
に 

.
は
村
か
ら
出
さ
れ
る
年
貢
小
手
形
と
年
貢
納
庭
帳
で
あ
る
。

W
姓
の
場
合
は
年 

貢
割
付
帳
に
對
應
す
る
も.の
で
あ
り
、
そ
の
分
析
は
百
姓
の
年
貢
負
擔
を
考
察 

す

る

別

稿

に

ゆ

づ

り

た

い

。

た

'̂
後

述

と

關

連

が

あ

る

の

で

 

一'.
つ
指
_

し

て

扣 

き
た
い
の
は
、
萬
治
三
年
の
庭
帳
を
見
る
と
、
米
が
何
俵
何
と
記
さ
れ
て
ゐ
る 

端
數
にT

江
戸
へ
す
く
參
外J

と
註
し
て
あ
る
分
が
あ
る
。

つ
ま
り
俵
で
納
め 

ら
れ
.た
米
は
村
に
止
め
置
か
れ
、
端
數
が
地
頭
屋
敷
へ
：遂
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

例
へ
ば
十
月
'廿
日
に
納
め
ら
れ
た
沭
の
內
、
端
數
で
あ
る
三
ロ
合
八
斗
七
升
四 

合
六
勺
九
才
が
江
戸
に
遂
ら
れ
た
事
に
な
る
。
止
め
置
か
九
.た
米
は
ど
ぅ
な
る 

の
.か
と
い
ふ
疑
問
が
起
る
わ
卄
で
あ
る。

，
.

こ
の
M

問
.に
員
へ
る
た
め
、.
延
寶
丄
兀
祿
期
のr

指

紙

寫

」
「

狒

勘

定

目

錄

」 

,を
附
表
(4
_
:

(

折
込
別
表
參
照)

に
示
し
た
。
此.の
史
料
の
殘
存
は
甚
だ
少
く
、 

.附
表
㈡

に
對
應
す
る
年
代
の.も
の
と
し
て
利
用
し
得
る
の
は
僅
に
延
寶

1
R

年
、 

延
寶
八
年
、
一

R

和
ニ
年
、
«

孕
元
年
、
元
祿
六
年
の
五
年
分
に
過
ぎ
な
.い
。
元 

祿

六

年

を

伽

べ

た

：の

は

「

指

紙

寫J.

と

「

狒
勘
定
目
錄」

がU
t
i

質
の
も
の
で 

あ
る
事
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
史
料
の
形
態
は
、
本
村
.下
河
原
村
を
田
方
別
、

畑
方
別
に
合
せ
て
お
り
、
田
方
畑
方
で
二
通
と
な
る
。
し
か
も
年
代
は
十
一

一

支 

し
か
書
い
て
ゐ
な
い.の
で
、
揃

っ

て

ゐ

て

年

代

が

：は
つ
.き

り

比

定

で

き

た

の

は 

右
の
五
通
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。史
料
の
前
半
は
本
村
•下
河
原
村
の
順
で

牢
貢
の
提
示
つ
ま.り
反
當
り
取
を
附
し
た
地
位
別
地
積
と
取
石
を
記
し
、
田
方 

で
は
俵
に
蠻
し
た
數
字
を
記
し
ノ
つ
い
で

「

Ji
t

s

の
內
譯
が
«

か
れ
.て
ゐ 

る
。
畑
方
は
取
石
を
示
し
た
後
は
ま
づ
其
年
の
小
物
成
の
現
物
納
分
を
示
し
、 

殘
り
を
貨
锵
納
分
と
し
て17K
-し
て
ゐ
.る
。

.

.

.

'
 

‘

.
田
方
の
拂
を
見
る
と
、
第1

項
で
取
俵
の
大
部
分
が
實
は
何
囘
か
に
分
け
て 

金

納

さ

れ

て

ゐ

る

事

が

判

る

。

第
一
一
項
は
令
王
給
分
の
变
拂
で
之
は
米
ニ
俵
と 

定
額
化
し
て
ゐ
る
。
第
三
項
は
江
戸
屋
敷
と
村
の
間
の
傳
馬
役
對
す
る
支
柳 

で
年
々
大
小
が
あ
る
が
、
額
は
少
く
、
賢
銀
で
は
な
く
、
名
目
的
な
報
償
で
あ 

る
事
が
判
る
。
夫
役
に
つ
い
て
は
、
亦
姓
負
擔
の
^
察
の
際
に
詳
し
く
見
る
事 

と
す
る
.。
そ

し

て

殘

，
つ
，
た

部

分

は

媒

馬

に

ょ

.つ
て
地
頭
屋
敷
へ
運
搬
さ
れ
る

「

岡 

付
分」

と
^§

1

滞
納
分
と
に
分
け
ら
れ
る
。
畑
方
は
先
に
史
料
㈣

㈤

㈥
に
見
た 

と
同
じ
櫧
な
收
納
を
示
し
て
ゐ
る
。
小
#;
双
の
額
は
一
定
し
てゐ
な
い
。
'
.
.

そ
こ
で
田
方
畑
方
を
通
じ
て
、
.
現
實
に
金
納
さ
れ
て
ゐ
る
分
を
見
る
と
、
延 

賢
元
年
は
西
拾
雨
三
分
五
百
文
と
な
り
、
甶
方
の
分
は
七
囘
に
、
畑
方
の
分
も 

.七
囘
に
納
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
延
寶
八
年
は
七
拾
九
雨
ニ
分
六
百
文
で
、
田
方
の 

分
は
六
囘
に
納
め
ら
れ
、
畑
方
は
不
明
で
あ
る
。
天
和
二
年
は
八
拾
九
兩
四
西 

七
拾
四
文
で
、
田
方
は
不
明
で
あ
る
が
、
灿
方
は
五
囘
に
納
め
て
ゐ
る
。
貞
享 

一

R

年
は
八
拾U

兩
九
百
拾
七
文
で
田
方
は
三
囘
、
■
畑
方
は
拾一

■囘
で
納
め
て
ゐ 

る
。
元
祿
六
坪
は
七
拾
一
雨
ニ
分
八
百
壹
文
で
、
田
方
四
囘
、
畑
方
八
闾
に
納 

め
て
ゐ
る
。
金
納
分
の
田
方
畑
方
の
比
重
は
、
田
方
の
方
が
は
る
か
に
重
い
。 

延
喪
冗
年
か
ら
元
祿
六
年
迄
の
金
納
部
分
に
對
し
て
、
現
實
の
米
は
ど
の
位
送 

ら
れ
た
か
と1K

へ
ば
、
延
喪
元
年
に
は
岡
付
け
記
載
が
な
く
、
殘
来
五
拾
俵
餘 

が
あ
.る
。
別
.に
^
^
.分
と
も
書
い
て
な
い
の
で
何
れ
と
も
き
め
力
ね
る
力
:
设
.
 

0
年
の
金
納
額
が|
番
多
い
.の
で
未
進
か
と
思
は
れ
；る
。
延
藪
八
年
に
は
九
八

近
世
村
落
形
成
期
に
於
忖
る
尔
貢
に
つ
い
て
㈠
.

俵
餘
を
十
七
囘
に
分
け
て
送
っ
て
ゐ
る
。
平
均
す
れ
ば
一
，囘
六
俵
抵
く
が
遂
ら 

れ
て
ゐ
る
事
に
な
る
。
天
和
ニ
年
は
ニ
八
俵
餘
が
送
乇
れ
て
ゐ
る
が
囘
數
は
判 

ら
な
い
。
良
享
元
年
は
九
俵
餘
で
三
囘
に
遂
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
、

一
囘
平
均
三 

俵
餘
と
な
る
0
'元
谶
六
年
は
机
俵
を
一
囘
で
送
，っ
て
ゐ
る
。
此
の
様
に
見
て
く 

れ
ば
、
先
に
萬
治
ニ
年
の
庭
帳
の
記
載
か
ら

「

■江
戸

〈

す
く
參
：

米が一囘 

に
八
斗
七
升
四
合
三.补
五
'升
俵
に
し
て
ニ
俵
半
許
り
が
あ
っ
た
事
を
見
た
が
、 

之
が
岡
付
け
分
に
當
る
の
で
あ
っ
て
殘
り
は
恐
ら
く
金
納
化
さ
れ
て
ゐ
た
と
見 

て

ょ

い

で

あ

ら

ぅ

。
.慶

長

汁

一.一.年
新

田

改

帳

下

書

の

紙

背

文

書

に

令

王

が

村

山 

邊
の
も
の
に
潘
づ
た
書
翰
が
あ
：

つ
： .

て
、
之
に
八
王
子
で
酒
造
米
を
賣
拂
ふ
事
の
.
 

相
談
を
し
て
ゐ
る
事
が
あ
る
。
：
之
は
餘
り
早
す
ぎ
る
例
で
あ
る
が
、
村
の
上
位 

に
あ
る
者(

前
稿
で
富
澤
氏
が
小
領
主
的
で
あ
っ
た
事
を
指
摘
し
て
お
い
た

) 

が
"

K
幣
經
濟
に
接
觸
し
て
ゐ
た
事
が
判
る
。
時
代
が
下
つ
て
も
か
ぅ
し
た
村 

の
上
層
！
！
若
し
；く
は
村
役入
と
し
て

の
立
^

か
ら
で
あ
っ
て
も
、
員
罾
經
濟
に 

接
觸
し
て
ゐ
た
事
は
肌
ち.か
：で

あ

り

、
;'
市

場

圈

と

し

て

は

八

王

子

宿

が

對

象
と 

な

っ

，
て

ゐ

る

。

5C
祿
十
年
の
地
頭
の
年
貢
引
當
借
金
證
文
に
八
王
子
の
米
相
場 

で
年
貢
米
を
寶
づ
た
計̂

で金
..

を
i

.
っ

て

ゐ

る

例

が

あ

る

•.
°

注

意

し

な

け

れ
 

ば
な
ら
な
い
の
は_
カ
ギ
«

の

金

納

化

が

行

は

れ

て

-%
、
.行

政

村

落

が

そ

の

擔 

當
者
で
あ
っ
て
百
姓
で
は
な
い
事
で
あ
る
。
.畑
方
年
貢
は
g

t
,の

金

納

化

が

行
 

は
れ
て
も
そ
の
比
重.は
全
體
か
ら
見
れ
ば
低
い
も
の
で
あ
る
。
:.
'

.以
上
を
要
す
る
に
、
皆
濟
狀
は
、
年
貢
收
納
の
具
體
的
樣
相
を
示
す
に
は
袖 

象
的
で
あ
り
す
ぎ
る
事
、
之
に
代
る
も
の
と
し
て
村
で
作
製
し
た
拂
勘
定
目
錄 

(

が
あ
..る
..事
を
見
、.
.拂
勘
定
目
錄
の
分
析
か
ら
、
年
貢
の
次
部
分
.が
實
は
早
く
か 

ら
金
納
化
さ
れ
て
ゐ
た
事
、#
し
、
村
が
そ
の
擔
當
者
で
あ
っ
て
：、
之
は
行
政 

村
落
と
し
て
め
機̂

か
ら
生
れ
た
事
を
指
摘
し
得
た
と
思
ふ
。

' ,
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•

ぶ
：:̂
ポ
^̂

.

詳
パ
1

V

納.
锻
が
元
祿
六
年
七
年
に
'
四
斗.1

一
合
の
：
計
算
で
な
さ
れ
て
ゐ
一
る
例
が 

,

あ
る
が
;:.C

近.
世
史
料
抄
影
第
，ニ
所
載
年
貢
小
手
形)

.
之
は
後
；に
起
つ'
た
_
 

.,
，
變

化

で

あ

る。

.
: 

,

.

.

\

(

2

)

年
貢
の
貨
幣
納
化
の
問
題
は
極
め
て
重
要
で
あ.
る
が
、

こ
、
で
は
村 

;

か
ら
の
湖
入
に
際
し
て
货
锻
納
化
さ
れ
て

ゐ
た
事.
を
指
摘
す
る.
に
止
.め 

る
。
村
落
共
同
^

と
商
業
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
事
が
，今
後
の
課
題 

と
な
る
。
此
の
点
は
西
姓
の
年
貢
負
担
：の
問
題
及
び
'旗
本
財
敏
の
困
窮 

化
に
よ
る
地
頭
肮
名
主(
徴
税
請
負
人)

の
問
頭
を
扱
ふ
別
稿
で
改
め 

て
述
べ
る
事
と
す
る
。

:

四「

A

結

語

以
上
五
節
に
分
っ
て
述
べ
来
っ
た
の
は
、
前

稿
「

近
世
村
落
形
成
期
に
於
け 

る
新
開
と
入
會」

に
於
い
て
生
活
村
落
の
視
角
か
ら
近
世
的
村
落
共
同
體
の
形 

成
過
程
を
考
察
し
たの
に

^

■
さ

せ
て
扱
は
う
と
し
た
近
世
前
期
の
年
貢
の
問 

題
の
中
、
行
政
村
落
の
視
角
か
ら
扱
は
ね
ば
な
ら
な
い
部
分
で
あ
っ
て
、
更
に 

百
姓
の
年
貢
負
擔
、
夫
役
負
擔
の
樣
相
が
明
ら
か
に
な
ら
な
け
れ
ば
年
貢
の
問 

題
の
全
て
を
扱
っ
た
と
は

i
K

ひ
得
ず
、
從
っ
て
結
論
も
出
し
得
な
い
の
で
あ
る 

が
、一

靡
本
稿
に
關
す
る
限
り
で
の
要
約
を
以
て
結
語
と
し
ょ
う
。
領
主
の
年 

貢
賦
課
收
納
を
連
光
寺
村
の
史
料
に
卽
し
て
考
察
せ
ん
と
し
た
本
稿
で
は
あ
る 

が
、
領
主
の
年
貢
賦
課
收
納
を
近
世
村
落
の
形
成
と
關
連
さ
せ
て
考
察
し
ょ
う 

.と
す
る
場
合
、
封
建
領
主
と
百
姓
、
及
び
兩
者
を
媒
介
す
る
村
の
三
者
に
っ
い 

て
夫
々
が
ど
の
機
な
關
係
に
あ
る
の
か
を
先
づ
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ 

た
。
そ
の
爲
に
先
づ
領
主
の
年
貢
賦
課
收
納
の
場
で
あ
る
村
の
性
格
規
定
か
ら 

始
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
年
貢
の
賦
課
收
納
を
實
現
せ
し
め
る
に
は
一

方

に

負

擔

し

得

る

だ

：け

の

生

產

力

が

あ

り

、

他

方

に

は

經

濟

外

誦

"
權

力

が 

あ
る
事
。

っ
ま
り
年
貢
め
問
題
は
ニ
に
は
生
產
力
：の
問
題
で
あ
り
、
ニ
に
は
經 

濟
外
^

^
の
問
題
で
あ
っ
て
、
し
か
も
此
の
經
濟
外
^

權
力
が
す
ぐ
れ
て 

法
的
政
治
的
現
象
で.あ
る
事
に
氣
づ
き
、
先
づ
經
濟
外
强
制

=

權
カ
と
め
關
迪 

■
で

村

を

考

べ

ょ

ぅ

と

し

た

。
卽

ち

領

主

と

村

め

關

係

を

法

的

_

造

に

於

い

て

把 

握
す
る
事
に
ょ

っ
て
年
貢
賦
課
收
納
の̂

^
に
經
濟
外
^

制

の

問

_

を

導

入

し 

得
る
と
考
へ
た
の
で
あ
る
。
.
從
っ
て
權
力
の
問
題
を
扱
ふ
限
り
法
史
學
的
方
法 

の
助
け
を
か
り
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
か
く
し
て
近
世
|1
ま
の
法
的
^
吣
を
公 

的
支
配
權
を
も
っ
行
政
領
主
と
規
定
し
、
そ
の
支
配
鐵
m
に

っ

ら

な

る

村

の

機 

能
と
.性
格
を
行
政
村
落
と
規
定
し
、
併
せ
て
村
が
.百
姓
と
領
主
と
を
媒
介
す
る 

中
間
項
と
な
り
得
た
理
由
を
說
明
し
た
の
.が
第1

節

で

あ

る

。
'
.
っ

い

で
年

貢

贼 

課

收

納

.の

當

事

者

と

し

て

の

封

建

領

主

の

茭

配

交

替

の

事

實

を

箜

一

節

に

示

し 

た
。
第
三
節
で
は
領
主
と
百
姓
の
法
的
關
係
が
現
實
の
間
題
と
し
て
は
村
落
の 

內
部
事
情
に
か\
は
る
も
の
で
あ
り
、

：

近
世
的
秩
序
へ
の
移
行
の
具
’體
的
過
程 

を
寬
永
十
七
年
の
名
寄
帳
を
中
心
に
述
べ
て
、
速
光
i

の
村
,

^

が
！

n

長 

十
六
年
の
不
均
等
な
構
成
か
ら
萬
治
一
一
年
に
は

略
ぐ
均
等
な
持
分
を
持
っ}
；

n

姓 

に
ょ
つ
て
構
成
さ
れ
る
に
至
る
經
路
を
明
ら
か
に
し
、
更
に
行
政
領
主
と
し
て 

の
特
性
か
ら
年
貢(

.封
建
地
代)

負
擔
と
夫
役
負
擔
が
夫
々
異
な
る
權
原
に
基 

づく事を指摘した。

，

か
ぅ
し
て
、
年
貢
賦
課
收
納
の
法
的
擇
造
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
本
論
に 

入
る
の
で
あ
る
が
、こ
X

で

始

め

て

、

年
貢
-
の

問

題

の

一

つ

で

あ

る

生
產
力
に 

っ
い
て
行
政
領
主
的
把
握.が
如
何
に
な
さ
れ
た
か
を
考
察
し
、
石
高
制
が
す
ぐ 

れ
て
近
世
的
行®

主
的
把
握
の
仕
方
で
あ
る#
、
現
實
■的
具
體
的
な
生
產
諸 

力
を
ば
一
っ
の
等
價
'形
態
に
表
現
す
る
事
に
ょ
っ
て
抽
象
的
に
把
握
す
る
事
が

.

苟
能
と
な
つ
た
黙
を
追
衆
し
た
。
か
く
し
て
、
吾
々
は
附
表
㈡
に
見
る
如
き
大 

.量
を
行
ふ
事
が
出
來
る
の
で
あ
る
が
、
時
間
的
餘
裕
が
な
く
指
數
な
ら
び 

に
グ
ラ
フ
を
以
て
示
し
得
な
か
っ
た
事
は
大
き
な
ミ
ス
で
あ
っ
た

•と
思
ふ
。
而

し
て
直
領
期
と
地
頭
知
行
期
の
賦
課
の
仕
方
.の
違
ひ
か
ら
地
頭
の
年
貢
提
示
額

 

，

.

.

•

が
直
領
期
に
比
べ
て
極
め
て
高
く
な
っ
た
事
を
示
し
た
が
、
そ
の
背
後
に
は
生

產
力
の
發
展
が
あ
っ
た
事
を
附
表㈢
か
ら
讀
み
と
る
事
が
出
来
ょ
ぅ
。
地
頭
の

.年
貢
提
示
額
か
ら
す
れ
ば
、
此
の
村
の
生
產
力
の
ピ
丨
ク
は
寬
永
•
正
保
期
で

あ
り
寬
文
期
を
底
と
し
て
延
喪A-
M
享
期
は
多
少
上
昇
す
る
が
、.寬

永

.
正

保

期

の
高
さ
迄
は
高
ま
り
得
な
か
っ
た
と
云
ひ
得
る
。
之
は
一
應
五
公
五
民
め
免
で

 

‘

あ
っ
た
と
し
て
の
推
定
で
、
も
し
兔
が
寬
永
•
正
保
期
に
重
く
、
萬

治

•
寬
文 

■ 

•
延
喪
期
に
輕
か
っ
た
と
す
れ
ば
百
姓
侧
の
取
分
が
堉
大
す
る
の
は
萬
治

•
寛

. 

'

文
•
延
喪
期
で
あ
っ
た
事
に
な
る
。
併
し
こ
の
豫
想
は
檢
見
取
と
い
ふ
現
實
的 

’
生
產
カ
を
3
リ
正
確
に
收
取
し
ょ
ぅ
と
す
る
年
貢
賦
課
の
仕
方
の
下
に
あ
っ
て 

は
妥
當
し
な
い
樣
に
思
は
れ
る
。
か
く
し
て
、
第
五
節
に
生
產
力
の
領
主
的
把

- 

' 

丨
'

-

.

:
 

’

.

握
の
い
は
乂
終
結
で
あ
る
收
納
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
延
賽

1兀
年
丄R

祿

六

年

.

. 

に
於
い
ズ
村
か
ら
收
納
す
る
年
貢
の
中
、
金
納
分
の
比
重
が
極
め
て
重
い
と
い 

ふ
特
徴
を
見
出
し
、
實
際
に
は
も
っ
と
早
い
時
期
'
.
少
く
と
も
萬
治
期
に
か
ぅ 

し
た
形
態
が
始
ま
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。.

/

卽ち年貢提示
の
基
礎
は

檢
見
取
と
い
ふ
嚴
格
な
生
產
カ把
握
，に
始
ま
り
、

：

.
:

割
付
の
段
階
で
は
極
め
て
抽
象
的
な
石
高
制
で
示
し
、
收
納
に
至
水
ば
、
大
部 

.

V

分
が
貨
幣
納
化
さ
れ
る
に
至
っ
て
ゐ
た
と
い
ふ
旗
本
知
行
の
年
貢
に
っ
い
て
の

 

ノ 

1

例
を
こ
、
に
提
供
す
る
事
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
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近
世
村
落
形
成
期
に
於
け
る
牢
貢
に
っ
い
て
-

㈠

':
:
-:'
.'
^
^
^
^
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